
 

 

 

第５次安城市男女共同参画プラン 

【計画素案】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年１１月 

安 城 市 

資料１



  



目 次 

第１章 プランの前提事項 .............................................................................................. 1 

１ 策定の趣旨・目的 .............................................................................................. 2 

２ プランの期間 ................................................................................................... 3 

３ プランの策定体制 ............................................................................................. 4 

４ プランの位置付け ............................................................................................. 4 

５ ＳＤＧｓとの関連 ................................................................................................ 7 

 
第２章 安城市の現状 .................................................................................................. 9 

１ 統計データからみる現状 .................................................................................. 10 

（１）人口等の状況 ............................................................................................. 10 

（２）世帯の状況 ................................................................................................. 11 

（３）就労等の状況 ............................................................................................. 12 

（４）子育て・介護等の状況 ................................................................................. 13 

（５）女性参画の状況 ......................................................................................... 14 

２ アンケート・ヒアリングからみる現状 ................................................................... 15 

（１）調査の概要 ................................................................................................ 15 

（２）アンケート調査結果のまとめ ........................................................................ 16 

（３）ヒアリング調査結果のまとめ ........................................................................ 27 

３ 第４次プランの目標達成状況 ............................................................................ 29 

４ 安城市の男女共同参画を取り巻く課題 .............................................................. 31 

 
第３章 プランの方向性 .............................................................................................. 33 

１ プランの最終目標（目指す姿） ........................................................................... 34 

２ 基本目標 ....................................................................................................... 35 

３ 施策体系 ....................................................................................................... 36 

４ 成果指標 ....................................................................................................... 37 

 
第４章 プランの基本目標別の内容 .............................................................................. 39 

基本目標 1 女性のさらなる活躍促進 .................................................................... 41 

（１）各種審議会等における女性参画の促進 .......................................................... 41 

（２）女性の人材育成の活性化............................................................................. 42 

（３）職場における女性活躍・男女共同参画の推進 .................................................. 43 

（４）子育て支援サービスの充実 .......................................................................... 44 

基本目標２ 家庭・地域における男女共同参画の推進 ............................................... 45 

（１）家庭における家事・育児等の分かち合い促進 .................................................. 45 

（２）地域・市民活動や防災・防犯分野における参画促進 .......................................... 47 



基本目標３ 多様な生き方を認め合う意識・環境づくり ............................................. 49 

（１）男女共同参画に関する啓発 .......................................................................... 49 

（２）男女共同参画に関する学習機会の提供 .......................................................... 50 

（３）人権が尊重される社会環境づくり ................................................................. 51 

基本目標４ あらゆる暴力の根絶と安全・安心な環境の確保 ...................................... 53 

（１）ＤＶ防止に関する啓発 .................................................................................. 53 

（２）ＤＶ被害に対する早期対応・支援 ................................................................... 54 

（３）安全・安心を支える体制づくり ...................................................................... 56 

 
第５章 プランの推進体制 ........................................................................................... 57 

１ 市民、事業者等との協働による推進 ................................................................... 58 

２ プランの進捗管理 ........................................................................................... 59 

 
資料編 ..................................................................................................................... 61 

１ 策定の経過 .................................................................................................... 62 

2 安城市男女共同参画推進条例 .......................................................................... 64 

３ 安城市男女共同参画審議会規則 ....................................................................... 66 

４ 安城市男女共同参画審議会名簿 ....................................................................... 67 

５ 男女共同参画社会基本法 ................................................................................. 68 

６ 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 ..................................... 72 

７ 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 .............................................. 81 

 

 

  



1 

 

  

 

 

 

 

 

第 １ 章 プランの前提事項 
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 １ 策定の趣旨・目的 

 

「第５次安城市男女共同参画プラン」は、安城市において男女共同参画社会を実現するた

めの取組を総合的、計画的に推進するために策定しています。 

第４次プランにおける取組内容の評価・検証結果や、国の動きや顕在化した課題等を踏ま

え、新たな施策・取組等を盛り込んだ計画とします。 

 

■ 男女共同参画に関わる近年の動き（第４次プラン策定以降） 

年 内 容 

平成 30 年 

（2018） 
政治分野における男女共同参画の推進に関する法律 公布・施行 

 働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律 公布 

（平成 31 年順次施行） 

令和元年 

（2019） 

女性活躍推進法（女性の職業生活における活躍の推進に関する法律) 改正 

（令和２年施行） 

 
労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法 改正 

（令和２年順次施行） 

 
配偶者暴力（ＤＶ）防止法 改正 

（令和２年施行） 

令和２年 

（2020） 
第５次男女共同参画基本計画 策定 

令和３年 

（2021） 

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保

険法 一部改正 

（令和４年順次施行） 

令和４年 

（2022） 
困難な問題を抱える女性への支援に関する法律 公布 

（令和６年施行） 
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 ２ プランの期間 

 

本プランの期間は、令和６（2024）年度から令和 10（2028）年度までの５年間とします。 

また、国内外の動向や社会情勢の変化、計画期間中における事業の進捗状況を考慮し、随

時、施策などの見直しを行うこととします。 

 ■計画期間 

年度 
R３ 
2021 

R４ 
2022 

R５ 
2023 

R６ 
2024 

R７ 
2025 

R８ 
2026 

R９ 
2027 

R10 
2028 

R11 
2029 

R12 
2030 

R13 
2031 

【国】第５次男女共同参画基本計画 
（令和３（2021）年度～令和７（2025）年度） 

  
         

           
  

         

【県】あいち男女共同参画プラン 2025 
（令和３（2021）年度～令和７（2025）年度） 

  
         

           
  

         

【市】第９次安城市総合計画 
（令和６（2024）年度～令和 13（2031）年度） 

  
         

           
  

         

【市】第５次安城市男女共同参画プラン 
（令和６（2024）年度～令和 10（2028）年度） 
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 ３ プランの策定体制 

 

本プランは、市の附属機関である安城市男女共同参画審議会において策定及び推進に関す

る重要事項を調査審議し、答申を行い策定しました。市においては、各課の担当職員で構成

する作業部会、課長級職員で構成する庁内部会において協議し、安城市男女共同参画審議会

において審議する各事項についての原案を作成しました。 

また、プランに幅広く市民などの意見や提案を反映させるため、次のような経過を経て策

定を行いました。 

■ 市民意見聴取の方法 

●アンケート調査（令和４（2022）年８～９月） 

  市民アンケート ：18 歳以上の男女各 1,000 人を無作為抽出して実施 

  企業アンケート ：市内事業者 500 社を無作為抽出して実施 

  高校生アンケート ：市内の高校６校からクラスごとに対象を抽出して実施 

  町内会アンケート ：市内 81 町内会の会長を対象に実施 

 

●ヒアリング調査（令和４（2022）年 10～11 月） 

  企業ヒアリング ：企業アンケートで回答があり、かつヒアリング可能と回答のあった企業から、業

種・規模別に３企業を選出 

  団体ヒアリング ：市民活動団体から４団体を選出 

 

●パブリックコメント（令和５（2023）年 12 月（予定）） 

  市民に対し、計画案の公表と説明・意見の募集を行うために実施 

 
 
  

 ４ プランの位置付け 

本プランは、次のような法律に基づき策定しました。プランの策定にあたっては、国、県

等の計画や市が策定した他の計画との整合を図りました。 

 

○「男女共同参画社会基本法」第 14 条第３項及び「安城市男女共同参画推進条例」第 10 条

第１項に基づく計画 

○「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」第２条の３第３項に基づく

計画（プランの一部（ＤＶ防止、被害者の保護等に係る施策）） 

○「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」第６条第２項に基づく計画（プラン

の一部（女性の職業生活等に係る施策）） 

○その他、市の上位計画・関連計画との整合を図った計画 
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・安城市総合計画         ・安城市デジタル田園都市国家構想総合戦略 

・健康日本２１安城計画      ・安城市子ども・子育て支援事業計画 

・あんジョイプラン        ・安城市地域防災計画 

・安城市市民協働推進計画     ・安城市特定事業主行動計画 

■関連する市の計画（主なものを抜粋） 

 

 

 

 

 

■各種根拠法と計画・方針等との関連図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※愛知県の「愛知県配偶者からの暴力防止及び被害者支援基本計画」は、令和６年度開始の第５次計画において

「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」に基づく都道府県基本計画と一体化させた計画として策定。 

 

 

  

配偶者からの暴力の防止 

及び被害者の保護等に 

関する法律 

女性の職業生活における 

活躍の推進に関する法律 
男女共同参画社会基本法 

国 

愛知県 

 

安城市 

 
第５次安城市男女共同参画プラン（本プラン） 

第５次 

男女共同参画基本計画 

配偶者からの暴力の 

防止及び被害者の 

保護等のための施策に

関する基本的な方針 

愛知県男女共同参画推進条例 

安城市男女共同参画推進条例 

あいち男女共同参画プラン 2025 

愛知県配偶者からの

暴力防止及び被害者

支援基本計画（※） 

女性の職業生活に 

おける活躍の推進に

関する基本方針 
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■（参考）各種根拠法 

男女共同参画社会基本法（抜粋） 

（都道府県男女共同参画計画等） 

第 14 条 都道府県は、男女共同参画基本計画を勘案して、当該都道府県の区域における男女共同参画社会の形

成の促進に関する施策についての基本的な計画（以下「都道府県男女共同参画計画」という。）を定めなけれ

ばならない。 

２ 都道府県男女共同参画計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。  

１ 都道府県の区域において総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の

大綱  

２ 前号に掲げるもののほか、都道府県の区域における男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を総合

的かつ計画的に推進するために必要な事項  

３ 市町村は、男女共同参画基本計画及び都道府県男女共同参画計画を勘案して、当該市町村の区域における

男女共同参画社会の形成の促進に関する施策についての基本的な計画（以下「市町村男女共同参画計画」と

いう。）を定めるように努めなければならない。 

４ 都道府県又は市町村は、都道府県男女共同参画計画又は市町村男女共同参画計画を定め、又は変更したと

きは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

 

 

安城市男女共同参画推進条例（抜粋） 

（基本計画の策定） 

第 10 条 市は、男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に実施するため、男女共同参画の推進に

関する基本的な計画（以下「基本計画」という。）を定めなければならない。 

２ 市長は、基本計画を定めるに当たっては、あらかじめ、安城市男女共同参画審議会の意見を聴かなければ

ならない。 

３ 市長は、基本計画を定めるに当たっては、市民、事業者及び教育に携わる者の意見を反映するための必要

な措置を講ずるものとする。 

４ 市長は、基本計画を定めたときは、これを公表しなければならない。 

５ 前３項の規定は、基本計画の変更について準用する。 

 

 

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（抜粋） 

（都道府県基本計画等） 

第２条の３ 都道府県は、基本方針に即して、当該都道府県における配偶者からの暴力の防止及び被害者の保

護のための施策の実施に関する基本的な計画（以下この条において「都道府県基本計画」という。）を定めな

ければならない。 

２ 都道府県基本計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

１ 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する基本的な方針  

２ 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施内容に関する事項  

３ その他配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関する重要事項  

３ 市町村（特別区を含む。以下同じ。）は、基本方針に即し、かつ、都道府県基本計画を勘案して、当該市町

村における配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関する基本的な計画（以下この

条において「市町村基本計画」という。）を定めるよう努めなければならない。 

４ 都道府県又は市町村は、都道府県基本計画又は市町村基本計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、

これを公表しなければならない。 

５ 主務大臣は、都道府県又は市町村に対し、都道府県基本計画又は市町村基本計画の作成のために必要な助

言その他の援助を行うよう努めなければならない。 
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女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（抜粋） 

 （都道府県推進計画等）  

第６条 都道府県は、基本方針を勘案して、当該都道府県の区域内における女性の職業生活における活躍の推

進に関する施策についての計画（以下この条において「都道府県推進計画」という。）を定めるよう努める

ものとする。  

２ 市町村は、基本方針（都道府県推進計画が定められているときは、基本方針及び都道府県推進計画）を勘

案して、当該市町村の区域内における女性の職業生活における活躍の推進に関する施策についての計画（次

項において「市町村推進計画」という。）を定めるよう努めるものとする。 

３ 都道府県又は市町村は、都道府県推進計画又は市町村推進計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、

これを公表しなければならない。 

 

 

 

  

 ５ ＳＤＧｓとの関連 

 

ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）では、目標５（ジェンダー平等の実現）を掲げており、女

性に対する暴力の撤廃、あらゆるレベルの意思決定への女性の参画の確保等が示されていま

す。 

平成 27（2015）年９月に国連で採択された「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」で

は、「ジェンダー平等の実現と女性・女児の能力強化は、すべての目標とターゲットにおける

進展において死活的に重要な貢献をするものである」とされており、国の「第５次男女共同

参画基本計画」においても、ジェンダー平等の実現及びジェンダー主流化は、分野横断的な

価値としてＳＤＧｓの全てのゴールの実現に不可欠なものとされています。 

本プランにおいては、ＳＤＧｓの目標５を含む、17 の目標全体の達成に向け、男女共同参

画社会を実現するための取組を進めます。 
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第 ２ 章 安城市の現状 
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15歳未満 15～64歳 65歳以上

 

 １ 統計データからみる現状 

（１）人口等の状況 

本市の総人口は令和２年までは継続して増加傾向にありましたが、令和３年から減少に転

じました。年齢３区分別の人口割合をみると、15 歳未満の年少人口割合は減少が続き、65 歳

以上の老年人口割合は増加を続けています。平成 27（2015）年には老年人口割合が年少人口

割合を上回り、令和４（2022）年でもその差は拡大しています。 

人口構成を男女別・年齢別にみると、自動車関連企業の立地などを背景に、20 歳代から 50

歳代までで、女性よりも男性の人口が上回っています。一方で 80 歳以上では平均寿命の差な

どにより男性よりも女性の人口が上回っています。 

 

■安城市の総人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   資料：安城の統計 

 

■安城市の年齢３区分別人口割合の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   資料：安城の統計、総務省 人口動態及び世帯数調査 
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5,871 

6,470 

7,585 

6,656 

5,497 

4,335 

4,919 

5,638 

4,388 

6,871

0人 3,000人 6,000人 9,000人

0～4歳

5～9歳

10～14歳

15～19歳

20～24歳

25～29歳

30～34歳

35～39歳

40～44歳

45～49歳

50～54歳

55～59歳

60～64歳

65～69歳

70～74歳

75～79歳

80歳以上

女性（91,897人）

58.6 

55.5 

54.1 

31.9 

36.3 

38.0 

9.5 

8.2 

8.0 

0% 25% 50% 75% 100%

安城市

愛知県

全国

核家族世帯 単独世帯 その他の世帯

634

811 813
897

745

121 127 123 121 119 

0人

200人

400人

600人

800人

1,000人

H12

2000

H17

2005

H22

2010

H27

2015

R2

2020

母子世帯 父子世帯

■安城市の性別・５歳階級別人口構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査（令和２年） 

 

（２）世帯の状況 

本市の令和２（2020）年の世帯類型の割合は、核家族世帯が 58.6％、単独世帯が 31.9％、

その他の世帯が 9.5％となっています。国・県と比較すると、核家族世帯及びその他の世帯割

合が高くなっています。 

母子世帯は、平成 12（2000）年から平成 27（2015）年にかけて増加傾向となっていました

が、令和２（2020）年にはやや減少し、745 世帯となっています。父子世帯は、平成 12（2000）

年以降、120 世帯前後で推移しています。母子世帯数は父子世帯数の約６倍となっています。 

 

■世帯類型の割合（国・県比較）              ■母子・父子世帯の推移 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

         資料：国勢調査（令和２年）                       資料：国勢調査 
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44歳
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(2005)

H22

(2010)

H27

(2015)
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(2020)

2.7

2.4

2.2

2.0

4.2

3.4

3.0

2.6

55.0

56.2

56.5

55.8

28.5

25.3

24.5

23.9

42.3

41.4

41.3

42.2

67.2

71.3

72.4

73.5

0% 25% 50% 75% 100%

H17(2005)

H22(2010)

H27(2015)

R2(2020)

H17(2005)

H22(2010)

H27(2015)

R2(2020)

男
性

女
性

第１次産業 第２次産業 第３次産業

男
性

女
性

86.0

84.3

84.5

42.5

42.9

45.3

3.2

4.4

3.7

4.2

4.4

4.4

10.8

11.4

11.8

53.3

52.7

50.3

0% 25% 50% 75% 100%

H22(2010)

H27(2015)

R2(2020)

H22(2010)

H27(2015)

R2(2020)

男
性

女
性

正規の職員・従業員

労働者派遣事業所の派遣社員

パート・アルバイト・その他

男
性

女
性

（３）就労等の状況 

産業分類別の就業者数の割合を男女別にみると、男性では建設業、製造業などを含む第２

次産業が、女性ではサービス業などを含む第３次産業の割合が高くなっています。平成

17(2005)年以降、男性の割合に大きな変化はありませんが、女性では第３次産業就業者の割

合が増加し、第２次産業就業者の割合が減少しています。 

男女別の雇用者の雇用形態の状況をみると、女性では「パート・アルバイト・その他」の割

合が高くなっています。経年でみると、女性ではわずかながら「正規の職員・従業員」の割合

が増加しています。 

本市の女性の年齢階級別の労働力率をみると、30 歳代前半に大きく下がるＭ字カーブを描

いていますが、その谷は浅くなっており、すべての年代で女性の就労が進んでいます。 

  
■安城市の男女別産業分類別就業者割合          ■安城市の男女別雇用形態別割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査                      資料：国勢調査 

■安城市の女性の労働力率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 
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1,074 1,127 1,256 1,290 1,338 1,336 1,331 1,337

2,623 2,690 2,718
3,018

3,489 3,696 3,831 3,941

3,697 3,817
3,974

4,308

4,827
5,032 5,162 5,278

0人

2,000人

4,000人

6,000人

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4

０～２歳 ３歳以上

1,586 1,641 1,627 1,636 1,776 1,858 1,944 2,002

3,347 3,520 3,645 3,793 3,825 3,766 3,879 3,808

4,933
5,161 5,272 5,429 5,601 5,624 5,823 5,810

0人

2,000人

4,000人

6,000人

8,000人

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4

要支援 要介護

   

（４）子育て・介護等の状況 

本市には令和５（2023）年現在、保育所が 46 か所あります。出産後も就労を継続する女性

の増加等に伴い保育所の入所児童数は増加傾向にあります。 

介護保険制度における要支援・要介護認定者数は年々増加しており、令和４（2022）年で

5,810 人と、平成 27（2015）年の約 1.2 倍となっています。 

 

■保育所の年齢別入所児童数の推移  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

資料：’22 安城の統計（各年４月１日。民間園、認定こども園を含む。） 

 

■認定者数の推移（要支援・要介護認定者別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：地域包括ケア「見える化システム」システムより令和５（2023）年６月取得 
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8.5
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11.3

12.5

11.3

9.9

8.3

9.6
10.1 

0%

5%

10%

15%
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26.6

28.8
28.1

27.4
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30.9
31.6 31.4

30.8

24%

26%

28%

30%

32%

34%

H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4

（５）女性参画の状況 

本市における審議会等委員の女性割合は平成 28（2016）年から令和２（2020）年まで継続

して上昇しており、令和元（2019）年以降は 30％を超えていますが、令和２（2020）年をピ

ークに減少に転じており、令和４（2022）年では 30.8％となっています。 

本市の管理職に占める女性割合は、平成 27（2015）年に 10％を超えたものの、令和２（2020）

年には 8.3％まで落ち込みました。以降はやや上昇傾向にあり、令和４（2022）年では 10.1％

となっています。 

本市における町内会長の女性割合は、令和元（2019）年には 4.9％まで増加したものの、令

和２（2020）年、令和３（2021）年には 2.5％へと減少し、令和４（2022）年では 3.7％とな

っています。 

 

■審議会等委員の女性割合の推移            ■安城市の管理職に占める女性割合の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は 

女性に関する施策の推進状況（各年４月１日時点） 

 ■町内会長の女性割合の推移              ■市議会議員に占める女性割合の推移 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

資料：地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は            資料：市区町村女性参画状況 見える化マップ  

女性に関する施策の推進状況（各年４月１日時点）  
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 ２ アンケート・ヒアリングからみる現状 
  

 

各種アンケ－ト調査は、家庭、地域、職場等における男女共同参画に関する市民の意識や

男女の平等・社会参加の実態等を調査し、過去の意識調査と比較・検証することにより、男

女共同参画社会の実現に向けての施策展開の基礎資料とすることを目的として実施しました。 

また、アンケート調査で数字として全体の概要をつかむことに加え、企業・団体における

男女共同参画の現状・課題や参考となるべき事例等を把握、整理し、より現状に即した施策

検討に活用することを目的としてヒアリング調査を実施しました。 

 

（１）調査の概要 

■アンケート調査の実施概要 

区 分 市民 企業 町内会 高校生 
保育士・ 

幼稚園教諭 

配布・回

収方法 

郵送配布・郵送または Web 回収 

（督促状１回） 

郵送配布・郵送

または Web 回収 

学校を通じた 

配布・回収 
Web 回収 

実施期間 令和４（2022）年８月 20 日～９月 12 日 
９月５日～ 

９月 15 日 

９月２日～ 

９月 16 日 

配布数 2,000 500 81 － － 

回収数 928 179 66 217 424 

回収率 46.4％ 35.8％ 81.5％ － － 

■ヒアリング調査の実施概要 

区分 内容 

実施時期 令和４（2022）年 10 月 17 日、11 月 10 日、15 日 

調査方法 訪問面談による聞き取り調査 

企業 Ａ社（金融業）／Ｂ社（製造業）／Ｃ社（研究等） 

団体 男女共同参画関係団体／ＤＶ被害者支援団体／ＬＧＢＴＱ支援団体／防災関係団体 

 

※クロス集計結果では、性別等の不明・無回答者が含まれていないため、クロス集計結果の

回答者総数の合計と全体の回答者総数は合致しません。 

※グラフ中の「ｎ」とは、Ｎｕｍｂｅｒ ｏｆ Ｃａｓｅｓの略で、各設問に該当する回答者

総数を表します。 

※選択肢について、一部記載を省略している場合があります。 
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25.0

43.3

47.3

29.3

15.6

8.3

40.2

32.3

32.7

33.3

34.8

29.2

34.8
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H23年度

H28年度

R４年度

高校生

そう思う どちらとも言えない そう思わない

63.0

61.1

54.4

40.1

46.7

26.9

31.7

31.3

35.8

32.9

10.0

7.2

14.4

24.1

20.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

H20年度

H23年度

H28年度

R4年度

高校生

そう思う どちらとも言えない そう思わない

39.6

37.6

34.4

20.8

21.8

34.4

35.0

35.1

37.0

37.5

26.1

27.4

30.4

42.2

40.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

H20年度

H23年度

H28年度

R4年度

高校生

そう思う どちらとも言えない そう思わない

（２）アンケート調査結果のまとめ 

①市民意識と実態について 

○「男性は外で働き、女性は家庭を守る方がよい」に代表される固定的な性別役割分担に対

し、経年で見て「そう思わない」と回答する割合が最も高くなっています。平成 28（2016）

年度調査と比較して「そう思わない」は 11.5 ポイントの増加、「そう思う」は 13.7 ポイン

トの減少となっており、市民意識が大きく変化していることがわかります。 

■「男性は外で働き、女性は家庭を守る方がよい」という考えについて（市民調査・経年比較） 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇「女性は結婚したら、仕事や自分自身のことより、夫や子どもなど家族中心に考えて生活

した方がよい」は今回調査で「そう思わない」が「そう思う」を上回り、女性に関して固定

的な性別役割分担に基づく考え方は解消されつつありますが、「夫は、妻や子どもを引っ張

っていく方がよい」については依然として「そう思う」が市民調査で 40.1％、高校生調査

でも 46.7％を占め、男性に関する固定的な性別役割分担意識は残っている状況にあります。 

 

  ■女性は結婚したら、仕事や自分自身のことより、    ■夫は、妻や子どもを引っ張っていく方がよい     

夫や子どもなど家族中心に考えて生活した方がよい                （市民調査・経年比較） 

（市民調査・経年比較）     

 

 

 

 

 

 

 

 

※高校生調査は令和４年度 
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29.2 

13.8 

8.9 

13.0 

66.7 

83.3 

91.1 

87.0 

4.1 

2.9 

0.0 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【市民】

女性(n=535)

男性(n=383)

【高校生】

女性（ｎ＝124）

男性（ｎ＝92）

ある ない 不明・無回答

○男だから、女だから、といった思い込みによる差別または不利益の経験の有無をたずねた

ところ、市民調査では女性の 29.2％、男性の 13.8％で、高校生調査では女性の 8.9％、男

性の 13.0％で経験があると回答しています。年代別でみると、特に女性の 30 歳代・50 歳

代での経験割合が高くなっており、その内容としては仕事を持っていても子育ての責任は

母親に課されていること、仕事で活躍や昇進等ができなかった・できにくかった等の意見

が多くあげられています。 

 
■男だから、女だから、といった思い込みによって差別または不利益を受けた経験の有無（市民調査・高校生調

査） 
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0
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【女性従業員】

H28年度（n=192)

R４年度（n=74)

【男性従業員】

H28年度（n=377)

R４年度(n=65)

育児休業を取得した 育児休業を取得しなかった

0.8 

0.8 

3.7 

10.8 

25.3 

25.3 

17.8 

13.7 

1.7 

1.7 

1.7 

1.7 

6.1 

13.0 

26.1 

20.9 

27.8 

0.9 

0% 20% 40% 60%

まったく関わっていない

３０分未満

３０分以上１時間未満

１時間以上２時間未満

２時間以上３時間未満

３時間以上５時間未満

５時間以上８時間未満

８時間以上

不明・無回答

女性 共働き 女性 片働き

11.2 

26.7 

23.6 

19.3 

10.6 

6.2 

0.6 

1.2 

0.6 

11.7 

31.2 

22.1 

20.8 

5.2 

6.5 

1.3 

0.0 

1.3 

0% 20% 40% 60%

まったく関わっていない

３０分未満

３０分以上１時間未満

１時間以上２時間未満

２時間以上３時間未満

３時間以上５時間未満

５時間以上８時間未満

８時間以上

不明・無回答

男性 共働き 男性 片働き

②家庭生活、職業生活やワーク・ライフ・バランスについて 

○平日の家事・育児時間を共働き・片働きの状況別にみると、共働き家庭の女性では「２時

間以上３時間未満」「３時間以上５時間未満」が最も高く、片働き家庭の女性では「８時間

以上」が最も高くなっています。男性では共働き・片働きに関わらず「30 分未満」が最も

高く、家事・育児時間の男女差が大きいことがわかります。 

■共働き・片働き家庭の平日の家事・育児時間（市民調査） 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

○令和３（2021）年度１年間の従業員の育児休業の取得状況を企業にたずねたところ、女性

では 93.2％、男性では 58.5％となりました。平成 28（2016）年度の前回調査、女性 97.9％、

男性 4.5％から、男性の取得率は大きく伸びています。 

■前年度の育児休業取得率（企業調査） 
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22.6

67.9

3.4

55.3

3.7

2.6

36.6

65.0

2.4

21.5

4.1
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個人の生活
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不明・無回答

優先したいもの（希望）(n=535)

優先しているもの（現実）（n=535)

29.5

69.2

7.0

48.0

3.7

2.3

61.1

45.7

4.4

23.8

3.9

2.1
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地域の生活

個人の生活

わからない

不明・無回答

優先したいもの（希望）(n=383)

優先しているもの（現実）（n=383)

○男女共同参画の観点から、子育て家庭の状況をみて課題を感じることや相談を受けること

について保育士・幼稚園教諭調査でたずねたところ、父親の育児参加の不足や母親への負

担の増加、共働き等による家庭時間の減少による子どもへの影響等に関する意見が多くあ

りました。 

■男女共同参画の観点から、子育て家庭の状況をみて課題に感じることや相談を受けること（保育士・幼稚園

教諭調査） 

区分 内容（抜粋） 

父親の育児参加に関す

る事（26 件） 

・男親が協力してくれる家庭も増えてはいるが、「協力する」という立

ち位置で主体的に育児家事を行う父親は少ない。 

・父親の方が仕事で帰れないことが多く、その分子育てに関われてい

ない。 

母親の育児負担の偏重

に関すること（20 件） 

・共働きだが、父親の仕事が忙しく帰りが遅いため母親のみで家事育

児をしなければならず、余裕がない家庭からの相談がよくある。 

・仕事に育児に疲れ果てている親の姿がある。 

共働き等による子ども

への影響（10 件） 

・母親、父親に限らず子どもと親の関わる時間が減ってしまっている

と思う。 

 

○生活での優先状況を現実と希望の両面からたずねたところ、男性では「家庭生活」を優先

したい 69.2％に対し、現実は 45.7％と、大きな差がみられました。女性では「家庭生活」

を優先したい 67.9％に対して現実は 65.0％とあまり差はなく、女性に比べて男性が希望通

りに家庭生活に関われていない状況がうかがえます。 

■生活の現実と希望の優先分野の比較（市民調査） 

＜女性＞                  ＜男性＞ 
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0.5 

4.5 

7.7 

45.7 

32.4 

9.3 

0.9 

2.4 

4.2 

33.0 

46.8 

12.7 

0% 20% 40% 60%

女性は仕事を持たない方がよい

結婚するまでは、仕事をする方がよい

子どもができるまでは、仕事をする方がよい

子どもができたら仕事をやめ、子どもが

大きくなったら再び仕事をする方がよい

結婚をしても、子どもができても

ずっと仕事を続ける方がよい

その他

H28年度

R4年度

31.0 

39.4 

31.6 

34.3 

29.8 

42.0 

20.3 

23.8 

17.4 

18.4 

27.1

40.4

44.6

48.3

51.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

H16年度

H20年度

H23年度

H28年度

R４年度

反映されている 反映されていない

わからない

36.1 

22.4 

19.0 

12.1 

12.6

42.2 

50.4 

49.1 

49.0 

49.0

18.8 

23.7 

26.4 

30.7 

34.1

2.8 

3.5 

5.5 

8.2 

4.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

H16年度

H20年度

H23年度

H28年度

R４年度

ある まあまあある

あまりない 全くない

③女性の就業や管理職・方針決定過程への女性の参画について 

○女性が職業を持つことについての考えをたずねたところ、平成 28（2016）年度までは「子

どもができたら仕事をやめ、大きくなったら再び職業を持つほうがよい」とする割合が最

も高くなっていましたが、今回調査では「結婚をしても、子どもができてもずっと仕事を

続けるほうがよい」が最も高くなり、女性が継続的に働き続けることに肯定的な市民意識

が高まっていることがわかります。 

■女性が職業を持つことについての考え（市民調査・経年比較） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○市の施策への女性意見の反映についてたずねたところ、「反映されている」（十分反映され

ている、ある程度反映されている）が 29.8％となっており、これまでの調査結果の中で最

も低くなりました。経年でみると「わからない」が高まっていますが、社会問題や市政へ

の関心をたずねる質問では関心が低下している傾向もみられ、このようなことの影響も考

えられます。 

また、女性の意見や考え方が反映されていないと思われる理由としては「市議会や市など

の政策方針決定の場に女性が少ないから」が突出して高くなっています。 

■市の施策に女性の意見や考え方が反映されていると思うか  ■社会問題や市政について関心があるか 

（市民調査・経年比較）                  （市民調査・経年比較） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



21 

2.7

2.7

40.0

41.7

5.9

2.4

11.7

11.8

97.3

97.3

60.0

58.3

94.1

97.6

88.3

88.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

会長（n=73)

副会長（n=74)

会計（n=45)

書記（n=48)

監査（n=102)

顧問（n=84)

役員合計（n=426)

H28年度（ｎ＝434）

女性 男性

41.6

15.7

12.7

12.0

9.0

3.6

3.6

1.8

0% 20% 40% 60%

市議会や市などの政策方針決定の場に女性が少ないから

女性の意見や考え方に対して、市側の関心が薄いから

女性自身の関心や意識が薄いから

女性の意見や考え方が期待されていないから

女性からの働きかけが十分でないから

わからない

その他

不明・無回答
全体（n=166)

■市の施策に女性の意見や考え方が反映されていないと思われる理由（市民調査） 

 

 

 

 

 

 

④地域活動について 

○町内会役員の性別をたずねたところ、女性は会長・副会長で 2.7％（２人）となっています。

その他、会計や書記では約４割を女性が占めていますが、役員全体での女性割合は 11.7％

となっています。前回の平成 28（2016）年度調査での役員全体に占める女性割合は 11.8％

であり、ほぼ変化がありませんでした。 

○町内会における女性が担っている役割で多いものは「行事等の手伝い活動（主に準備、片

付け、その他雑務）」となっており、経年でみると「部会や組・班などの運営に関する意思

決定に参画している」割合が 13.1 ポイント減少しています。 

 
■会長、副会長の性別（町内会調査） 
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52.9

60.6 

33.8

34.8 

5.9

4.5 

7.4

0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

H28年度（n=68）

R4年度（n=66)

いる いない いないが、検討中 不明・無回答

41.2

67.6

89.7

41.2

8.8

0.0

34.8

54.5

81.8

43.9

10.6

4.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

役員として、町内会全体の意思決定に参画している

部会や組・班などの運営に関する意思決定に

参画している

行事等の手伝い活動（主に準備、片付け、

その他雑務）

会計事務等のデスクワーク作業

その他

不明・無回答

H28年度（ｎ=68）

R4年度（ｎ＝66）

■町内会における女性の担っている役割（町内会調査） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○町内会調査において自主防災組織の意思決定や取組検討の場に女性が参画しているかたずね

たところ、「いる」が60.6％と、平成28（2016）年度の前回調査を上回りましたが、６割にと

どまっています。 

■自主防災組織の意思決定や取組検討の場に女性が参画しているか（町内会調査） 
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2.2

0.0

4.3

0.8

11.6

5.7

9.3

7.6

5.4

2.9

8.2

0.5

1.7

0.5

2.2

0.5

0.6

0.5

2.6

1.0

8.8

2.3

4.9

2.9

5.2

0.8

4.7

1.0

0.6

0.3

2.6

1.0

0% 10% 20% 30%

【Ａ 医師の治療が必要となるくらいの暴行を受ける】

女性(n=535)

男性(n=383)

【Ｂ 医師の治療が必要とならない程度の暴力を受ける】

女性(n=535)

男性(n=383)

【Ｃ ののしる、おどす、大声でどなるなどの言葉による暴力を受ける】

女性(n=535)

男性(n=383)

【Ｄ 何を言っても長時間無視し続けられる】

女性(n=535)

男性(n=383)

【Ｅ 交友関係や電話を細かく監視される】

女性(n=535)

男性(n=383)

【Ｆ 嫌がっているのに性的な行為を強要される】

女性(n=535)

男性(n=383)

【Ｇ 見たくないのに、アダルトビデオなどを見せられる】

女性(n=535)

男性(n=383)

【Ｈ 生活費を渡されない】

女性(n=535)

男性(n=383)

１、２度あった

何度もあった

17.7

13.0

16.1

13.0

4.8

13.0

0.0

4.3

0.0

4.3

6.5

2.2

8.1

6.5

4.8

4.3

9.7

2.2

3.2

0.0

1.6

4.3

3.2

0.0

0% 10% 20% 30%

【Ａ 言葉でけなされて嫌な思いをさせられた】

女性(n=62)

男性(n=46)

【Ｂ あなたの行動を制限された】

女性(n=62)

男性(n=46)

【Ｃ 携帯（メールや通話記録）を無断でチェックされた】

女性(n=62)

男性(n=46)

【Ｄ 貸したお金を返してもらえなかった、貸したお金を返してと言えなかった】

女性(n=62)

男性(n=46)

【Ｅ 殴られたり、蹴られたりした】

女性(n=62)

男性(n=46)

【Ｆ 嫌がっているのにキスや性的行為を強要された】

女性(n=62)

男性(n=46)

１、２度あった
何度もあった

⑤ＤＶについて 

○配偶者や恋人からの暴力の経験についての設問では、『被害経験があった』（「何度もあっ

た」「１～２度あった」を合わせたもの）割合が最も高いものは市民調査の女性で「Ｃ の

のしる、おどす、大声でどなるなどの言葉による暴力を受ける」、男性で「Ｄ 何を言って

も長時間無視し続けられる」であり、高校生調査では男女ともに「Ａ 言葉でけなされて

嫌な思いをさせられた」が最も高くなっています。いずれも精神的暴力です。 

■配偶者や恋人から次のような行為を受けたことがあるか（市民調査） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■彼氏／彼女から次のような行為を受けたことがあるか（高校生調査） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



24 

21.0

29.9

2.5

4.5

0.0

1.9

2.5

0.6

48.4

1.3

5.7

16.1

25.0

0.0

1.8

0.0

1.8

0.0

0.0

58.9

0.0

8.9

0% 20% 40% 60% 80%

親や親戚などの身内

友人、知人

役所の窓口

警察

法務局

弁護士

医師

女性相談所・女性相談員

だれにも相談しなかった

その他

不明・無回答

女性(n=157)

男性(n=56)

47.6 

40.7 43.1 

55.6 54.8 

0

20

40

60

80

H16年度 H20年度 H23年度 H28年度 R４年度

（％）

50.0

42.9

41.7

57.1

8.3

0.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

女性(n=24)

男性(n=14)

相談した だれにも相談しなかった 不明・無回答

○暴力を受けた際の対応としては、「誰にも相談しなかった」割合が市民調査の女性で 48.4％、

男性で 58.9％、高校生調査の女性で 41.7％、男性で 57.1％と高くなっており、全体の割

合を経年でみると、平成 28（2016）年度調査以降 50％を超え、高い傾向が続いています。 

 

■暴力を受けた後の相談先（市民調査） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■暴力を受けた後の対応（高校生調査） 

 

 

 

 

 

 

 

 ■暴力を受けた後の対応で、「誰にも相談しなかった」割合の推移（市民調査・経年比較） 
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45.7

44.3

30.7

29.3

28.6

0% 20% 40% 60%

一時保護など、緊急時に対応できる体制づくり

専門的に支援できる女性相談員の配置

多種多様な問題に関する相談窓口の周知

弁護士や心理専門職等との連携の強化

ＳＮＳなどによる気軽に相談できる仕組みづくり 全体（n=928)

51.4

45.2

41.1

26.7

15.1

0% 20% 40% 60%

外出できないことで

ストレスがたまった

友人等と会えずにコミュニケーション

が不足してストレスがたまった

体調や健康に関する

不安が大きかった

家族で一緒に過ごす時間が増えた

学校が休みになり

育児負担が増えた

女性

(n=535)

41.3

36.3

30.3

24.8

19.3

0% 20% 40% 60%

外出できないことで

ストレスがたまった

体調や健康に関する

不安が大きかった

友人等と会えずにコミュニケーション

が不足してストレスがたまった

家族で一緒に過ごす時間が増えた

収入が減ったことにより

生活が厳しくなった
男性

(n=383)

⑥その他の様々な課題に対する男女の状況 

○新型コロナウイルス感染症拡大による自粛期間の状況をたずねたところ、男性よりも女性

で負担やストレスを大きく感じていたことがわかります。 

■新型コロナウイルス感染症拡大による自粛期間の状況（市民調査・上位５位） 

＜女性＞                   ＜男性＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○困難な問題を抱える女性に対して特に市で取り組む必要があると思うものをたずねたとこ

ろ「一時保護など、緊急時に対応できる体制づくり」や「専門的に支援できる女性相談員

の配置」が多くあげられています。 

■「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」に関して特に市で取り組む必要があると思うもの（市民調

査・上位５位） 
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52.7

42.4

32.1

36.9

12.3

18.0

2.9

2.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

市民（n=928)

高校生（n=217)

内容まで知っている 聞いたことがある 知らない 不明・無回答

24.7

56.0

32.5

14.7

34.9

9.5

10.6

19.7

5.4

3.8

3.6

16.1

56.2

39.6

23.5

26.3

10.1

9.7

29.5

7.8

3.2

4.6

0% 20% 40% 60%

市民に対する意識啓発を充実する

幼少期から理解を促進する教育を推進する

性的マイノリティの人が相談できる窓口を設置する

差別を禁止するための条例を制定する

パートナーシップ制度、ファミリーシップ制度を導入する

市において当事者の意見を聞く機会をつくる

市職員や教職員に対する研修を実施する

性別の記載やトイレ等、男女で区別されている制度や慣行等の見直しをする

特に必要なことはない

その他

不明・無回答

市民（n=928)

高校生（n=217)

⑦多様な性について 

○性的マイノリティ（ＬＧＢＴ等）という言葉の認知度は、「内容まで知っている」が 52.7％、

「聞いたことがある」が 32.1％、「知らない」が 12.3％となっており、半数以上が認知し

ています。高校生調査では、「内容まで知っている」が 42.4％、「聞いたことがある」が 36.9％、

「知らない」が 18.0％となっており、市民調査よりもやや認知度が低い状況です。 

○ＬＧＢＴ等の人たちが暮らしやすい社会にするために必要だと思うことでは市民調査・高

校生調査ともに「幼少期から理解を促進する教育を推進する」がそれぞれ 50％を超え、最

も高くなっています。 

■性的マイノリティ（ＬＧＢＴ等）という言葉の認知度（市民・高校生） 

 

 

 

 

 

 

 

■性的マイノリティ（ＬＧＢＴ等）の人たちが暮らしやすい社会にするために必要だと思うこと（市民・高校生） 
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（３）ヒアリング調査結果のまとめ 

①企業ヒアリング結果まとめ 

○時短勤務等を行っている女性従業員は限られた時間内で仕事を進めなければならないため、

時短取得前よりも業務の効率が上がるなどの良い変化もみられるとのことでした。また、

以前に比べて男性従業員も子どもが生まれたこと等を契機に無駄な残業を減らす等してい

ることも増えているものの、一部ではどうしても長時間労働の中で業務効率や生産性が低

下してしまう場合もみられるとのことでした。【Ｂ社】 

○育児休業等の取得にあたって、大企業では法律に則り取得促進に向けて働きかけを強化し

ており、取得が進んでいるとのことでした。小規模の事業所（従業員 20 人以下程度）では

従業員個々の状況に応じて受注量を調整するなどして比較的柔軟な働き方ができている様

子もみられました。従業員数が中規模の事業所（50～100 人前後程度）では、様々な取組を

行っているものの、余剰人員がないこと等から現場の工夫や努力が求められるなど、事業

所にかかる負担が大きいという課題もみられました。【Ａ・Ｂ・Ｃ社】 

〇各社では、働きやすい環境づくりや女性の活躍に向けた独自の取組を行っている事例もみ

られました。例えば、これまで女性が就くことが少なかった営業職において不安解消に向

けた座談会の開催を行ったり、小さい子どものいる男性社員が保育園等への送迎ができる

よう、個人の希望に合わせた出勤時間とするなど、様々な工夫がなされていました。【Ａ・

Ｃ社】 

 

 

 

 

 

②団体ヒアリング結果まとめ 

【市民意識について】 

○本市で男女共同参画推進の活動を行っている団体にヒアリングを行ったところ、ＳＤＧｓ

が注目されるにしたがって、市民の男女共同参画に関する関心が高まっている実感がある

という意見が聴かれました。【男女共同参画関係団体ヒアリング】 

【地域活動について】 

○地域活動において、女性の会長も１～２人出てきてはいるものの、現場ではまだ「参画」

ではなく「参加」の状況にあるとのことでした。【男女共同参画関係団体ヒアリング】 
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○防災・災害時・復興時支援等、各段階において女性の視点は必ず必要であり、まずは日頃の検

討の場において女性が発言しやすい場づくりを行うことが重要であるとのことでした。従来の

やり方にこだわらず、女性自身に対し、どのような時間、場所、参加条件なら検討の場に参加

しやすいか聴くなど、女性が安心して参加できる場をつくっていく必要があるという意見が聴

かれました。【防災関係団体ヒアリング】 

○防災活動に関する女性の育成を図る際には、その後の活躍の場がどれだけあるかが重要であり、

その位置づけについても明確になるとよいということでした。自主防災組織などは地域コミュ

ニティ中心で行われることが多いものの、それだけではなく防災関係のＮＰＯなどと協力して

人材育成ができるとよいという意見が聴かれました。【防災関係団体ヒアリング】 

【ＤＶについて】 

○ＤＶや虐待等の相談について、加害者側の問題や家庭の問題、発達障害等が関わる問題等、

複合的で福祉的支援が必要と思われる事例も多いということでした。ＤＶという言葉は浸

透しつつありますが、自分のケースが該当すると認識しない人もいるため、気づきを促す

ためにも、学習の場の複数のテーマの一つに加えるなど、大々的ではなく情報が伝えられ

るようにしているとのことでした。【ＤＶ被害者支援団体ヒアリング】 

○子どもたちへの教育の中でも「包括的性教育」の重要性に関する意見がありました。まず、

基本として自分や相手の体を大切にするという考えから始まるため、人権教育にもつなが

ってくるということでした。セクシュアル・ハラスメントやＤＶ、性暴力等を生まないた

めの取組にもつながります。【男女共同参画関係団体ヒアリング】 

【多様な性について】 

○当事者の居場所や相談できるところが地域にあるとよいということですが、そのためには

当事者が安心してそれらを利用できるよう、地域全体で多様性を大切にする姿勢や雰囲気

が土壌にあることが必要であり、まずは広く理解を広げることが重要であるという意見が

聴かれました。【ＬＧＢＴＱ支援団体ヒアリング】 

 

 

 

 

 

※２団体はリモートによる実施 
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 ３ 第４次プランの目標達成状況 

 第４次プランでは、基本目標ごとに「成果指標」を設定し、最終年度（または最終年度の前

年度）に評価を行うこととしています。指標の達成状況は次の区分で整理しました。 

Ａ･･･目標値を達成している   

Ｂ･･･目標値には達成していないが、平成 28（2016）年度の実績値よりも改善している 

Ｃ･･･平成 28 年度の実績値と横ばい 

Ｄ･･･平成 28 年度の実績値よりも後退している 

 

基本目標１ 男女平等意識の促進 

指標項目 
実績値 現状値 

目標値 達成状況 
H28（2016） R4（2022） 

社会通念・慣習・しきたりなど

において男女平等であると考え

る市民の割合 

女性 9.4％ 7.8％ 11.7％ Ｄ 

男性 21.9％ 13.8％ 23.3％ Ｄ 

「男は仕事、女は家庭」という

考え方に賛成・どちらかといえ

ば賛成の市民の割合 

女性 26.3％ 11.9％ 18.0％ Ａ 

男性 33.9％ 21.1％ 32.5％ Ａ 

基本目標２ 若年者への男女平等意識の定着 

指標項目 
実績値 現状値 

目標値 達成状況 
H28（2016） R4（2022） 

学校教育の場が男女平等である

と考える市民の割合 

女性 56.0％ 42.4％ 62.7％ Ｄ 

男性 61.0％ 48.5％ 65.2％ Ｄ 

子どもは女らしさ、男らしさに

とらわれず、個性を尊重するよ

うに育てた方がよいと考える市

民の割合 

女性 73.5％ 82.2％ 77.7％ Ａ 

男性 66.0％ 68.9％ 76.4％ Ｂ 

基本目標３ 男女共同参画社会の実践 

指標項目 
実績値 現状値 

目標値 達成状況 
H28（2016） R4（2022） 

法令・条例に基づく審議会等における女

性委員の割合 
27.4％ 30.8％ 30.4％ Ａ 

市の管理的地位にある職員（課長補佐級

以上）に占める女性職員の割合 
11.6％ 10.1％ 17.0％ Ｄ 

市男性職員の育児休業等の取得率 81.3％ 92.9％ 85.0％ Ａ 
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基本目標４ 男女の自立と共生・参画を進める環境の整備 

指標項目 
実績値 現状値 

目標値 達成状況 
H28（2016） R4（2022） 

町内会長に就く女性の割合 0.0％ 3.7％ 10.0％ Ｂ 

防災会議の女性の登用率 8.0％ 21.4％ 30.0％ Ｂ 

保育園等への入園申込をした児童のうち、

どこにも入園できなかった児童の人数 
0 人 0 人 0 人 Ａ 

基本目標５ 人権の尊重とＤＶの根絶 

指標項目 
実績値 現状値 

目標値 達成状況 
H28（2016） R4（2022） 

ＤＶ（配偶者からの暴力）の用語の認知度 81.2％ 83.3％ 100％ Ｂ 

ＤＶ被害経験者のうち、「誰にも相談しな

かった」人の割合 
52.5％ 50.9％ 50.6％ Ｂ 

 

○「基本目標１ 男女平等意識の促進」「基本目標２ 若年者への男女平等意識の定着」の

指標の達成状況では、市民の固定的な性別役割分担意識そのものは薄れていることがうか

がえますが、各分野の平等感は後退している状況にあります。 

○「基本目標３ 男女共同参画社会の実践」では、審議会等における女性委員の割合が順調

に増加し、目標を達成しています。一方で市役所における管理職の女性割合は後退し、Ｄ

判定となりました。市男性職員の育児休業等の取得率は、近年の社会情勢や法整備もあい

まって上昇し、目標を達成しています。 

○「基本目標４ 男女の自立と共生・参画を進める環境の整備」では、町内会長に就く女性

の割合、防災会議の女性の登用率ともに目標は達成していないものの、改善がみられまし

た。保育園に入園できなかった児童は継続して０人であり、目標を達成しています。 

○「基本目標５ 人権の尊重とＤＶの根絶」では、目標は達成していないものの、改善して

いる状況がうかがえます。しかし、ともにその増減率はわずかとなっています。 
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 ４ 安城市の男女共同参画を取り巻く課題 

各種調査結果をもとに整理すると、安城市の男女共同参画を取り巻く課題として以下のよ

うな事項があげられます。 

 

課題１ 市民意識が大きく変化しているが、男性に関する固定的役割分担意識や実態

では改善がみられない 

「男性は外で働き、女性は家庭を守る方がよい」に代表される固定的な性別役割分担に関

する意識は大きく改善されているものの、「夫は妻や子どもを引っ張っていく方がよい」など

の意識が引き続き残っていたり、男性が家庭に関わることを希望していても仕事優先になっ

ていたりするなど、男性にとっての男女共同参画の状況には大きな改善がみられません。 

育児休業等の取得は法律の改正などにより進んでいますが、男性の家事・育児等の時間は

引き続き低く、特に子育て世帯・共働き世帯では母親の家事・育児負担の多さ、男性の主体

的な参画意識の低さ等もみられているため、より一層の家庭生活への男性参画を進めていく

ための取組が求められます。 

 

課題２ 職場における男女共同参画は進んでいるが、管理職や方針決定過程での女

性の参画について目標達成に向けたさらなる取組が必要である 

女性が働き続けることについて肯定的な市民意識が醸成されていますが、管理職等に占め

る女性割合は低い状況が続いています。市政や社会問題への関心の薄さも相まって女性の意

見が市政に反映されていると感じていない市民も増加しており、さらなる取組の検討が必要

です。 

 

課題３ 市民意識に比べて地域団体での男女共同参画の意識や実態に変化がみられ

ない 

市民意識が大きく改善していることに比べ、地域活動における女性の参画は大きな変化が

みられません。特に防災・災害時対策等の分野において女性の参画をより一層進める必要が

あり、地域コミュニティ以外でも女性の視点を取り入れる手法等について検討を進めていく

必要があります。 
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課題４ ＤＶ被害における複合課題等への対策や困難な問題を抱える女性に対する支援の

取組を強化する必要がある 

ＤＶ被害においては、被害にあった際に誰にも相談しない割合が高い傾向が続いています。

また、ヒアリングでは男女の問題だけではなく、家庭や障害などの複合的な課題が含まれて

いるという意見もあり、きめ細かな対策が求められています。 

令和６（2024）年４月からは「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」が施行さ

れるため、今後策定される国の基本方針や県の計画等の内容も注視しつつ、本市の現状の把

握を進めていく必要があります。 

 

課題５ ＳＤＧｓの「誰一人取り残さない」社会づくりに向けた対応や多様な性のあり

方についての理解促進が必要である 

性的マイノリティに関する認知度は市民の約半数となっていますが、高校生調査ではやや

認知度が低い傾向もみられ、幼少期からの教育等を含めた理解促進の取組を強化していく必

要があります。ＳＤＧｓの「誰一人取り残さない」社会の実現を図っていくためにも、様々

な人が抱える生活上の課題を解決するための制度等について検討を進めていく必要がありま

す。 
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第 ３ 章 プランの方向性 

  



34 

 

 １ プランの最終目標（目指す姿） 

 

本プランの最終目標（目指す姿）は、「男女共同参画社会基本法」、「安城市男女共同参画推

進条例」を踏まえ、これまでの考え方を継承していきます。 

 

 

 

 

 

第４次プランでは、最終目標をより具体的にイメージできるよう、「安城市の目指す男女共

同参画の姿」を掲げていました。本プランについては、市が目指す方向性や社会潮流等を踏

まえ、次のように再設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【安城市の目指す男女共同参画の姿】 

●ＳＤＧｓの考え方を踏まえた「ジェンダー平等の実現」を目指す視点であら

ゆる取組が展開される。 

⇒「ジェンダー平等の実現」は、ＳＤＧｓのすべての目標とターゲットの進展において

重要な貢献をするものとされています。本市のあらゆる取組で「ジェンダー平等の実

現」が念頭におかれて施策が進められています。 

●職場で活躍したい人、家事や育児・介護等の家庭生活に専念したいと思う人

など、それぞれの希望が叶えられる環境がある。 

⇒固定的な性別役割分担意識や性差に関する偏見・固定観念、「アンコンシャス・バイ

アス」（自分自身は気づいていない意識の中のゆがみや偏り）の解消により、市民一

人ひとりが自分の希望に合わせた生活を送ることができています。 

●女性の活躍とあわせて男性の家庭参画を進めることで、男女が家庭内の役割

を分かち合うことができる。 

⇒女性の活躍促進が女性にのみ負担を強いることなく、男性もともに家庭的な責任を分

かち合えるようになり、市民の仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）が実

現しています。 

●誰もがその生き方を否定されず、個人として尊重され、安全・安心な暮らし

を送ることができる。 

⇒困難な問題を抱える人や、様々な性的指向・性自認の人などを含め、すべての人にと

って暮らしやすい、安全で安心な「誰一人取り残されない」社会となっています。 

   男女共同参画社会の実現 最終目標 
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 ２ 基本目標 

 

本プランでは、次の４つの基本目標に沿って施策を展開します。 

 

 

 

政策・方針決定過程への女性の参画や、働く場における女性の活躍を推進します。 

また、そのための女性のエンパワーメントへの支援、就業環境の整備や男性も含めた

誰もが働きやすい職場環境づくりを支援します。 

▶31～32 ページ「安城市の男女共同参画を取り巻く課題」課題２への対応 

 

 

 

男女が平等に家庭的責任を担うとともにワーク・ライフ・バランスを実現できる環

境づくりを進めます。また、地域活動や防災分野への女性の参画をより一層推進し、

多様な視点や価値観が入った活動の展開を促進します。 

▶31～32 ページ「安城市の男女共同参画を取り巻く課題」課題１、３への対応 

 

 

 

 

家庭や地域、職場などのあらゆる場面において、誰もが自分らしく生きることが

できるよう、情報発信や啓発を通じて固定的な性別役割分担意識の解消と男女共同

参画意識の定着を図ります。また、誰もが排除されず、すべての人の人権が尊重さ

れ、暮らしやすくするための環境づくりを進めます。 

▶31～32 ページ「安城市の男女共同参画を取り巻く課題」課題１、２、５への対応 

 

 

 

 

 

ＤＶの防止に関する周知・啓発を行うことで、ＤＶを許さない社会環境づくりに

取り組みます。さらに、早期段階で相談できる体制を強化するとともに、被害に遭

った場合の自立支援や二次被害の防止、困難を抱える女性等に対する支援体制を充

実し、誰もが安全・安心して暮らせる社会づくりに向けた取組を進めます。 

▶31～32 ページ「安城市の男女共同参画を取り巻く課題」課題４への対応 

  

女性のさらなる活躍促進 １ 

家庭・地域における男女共同参画の推進 2 

多様な生き方を認め合う意識・環境づくり 3 

あらゆる暴力の根絶と安全・安心な環境の確保 4 
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 ３ 施策体系 

 

 

 

 

基本目標  施   策 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各種審議会等における女性参画の促進 （1） 

女性の人材育成の活性化 （2） 

家庭における家事・育児等の分かち合い促進 （1） 

（2） 

２ 家庭・地域におけ

る男女共同参画の

推進 

男女共同参画に関する啓発 （1） 

男女共同参画に関する学習機会の提供 （2） 

人権が尊重される社会環境づくり （3） 

３ 多様な生き方を認

め合う意識・環境

づくり 

DV 防止に関する啓発 （1） 

ＤＶ被害に対する早期対応・支援 （2） 

安全・安心を支える体制づくり （3） 

４ あらゆる暴力の根

絶と安全・安心な

環境の確保 

男女共同参画社会の実現 

子育て支援サービスの充実 （４） 

職場における女性活躍・男女共同参画の推進 （3） 

１ 女性のさらなる 

活躍促進 
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 ４ 成果指標 

本プランでは、基本目標ごとに次の成果指標を掲げ、達成を目指します。 

基本目標 1 女性のさらなる活躍促進 

指標項目 
Ｒ４ Ｒ10 

実績値 方向性 目標値 

法令・条例により設置される審議会等の女性委

員の割合 
30.8％  35％ 

市の管理的地位にある職員（課長補佐級以上）

に占める女性職員の割合 
10.1％  17％ 

【新規】職場において男女平等と考える市民の

割合（市民アンケート調査） 
28.6％  32％ 

基本目標２ 家庭・地域における男女共同参画の推進 

指標項目 
Ｒ４ Ｒ10 

実績値 方向性 目標値 

【新規】家事・育児に「まったく関わっていな

い」男性の割合（市民アンケート調査） 
18.8％  16％ 

【新規】家庭生活において男女平等と考える市

民の割合（市民アンケート調査） 
27.3％  34％ 

町内会長に占める女性の割合 3.7％  10％ 

基本目標３ 多様な生き方を認め合う意識・環境づくり 

指標項目 
Ｒ４ Ｒ10 

実績値 方向性 目標値 

【新規】性的マイノリティ（ＬＧＢＴ等）とい

う言葉の内容まで知っている市民の割合（市民

アンケート調査） 

52.7％  58％ 

男らしさ、女らしさにとらわれず、個性を尊重

するように育てた方がよいと思う市民の割合

（市民アンケート調査） 

76.8％  82％ 

基本目標４ あらゆる暴力の根絶と安全・安心な環境の確保 

指標項目 
Ｒ４ Ｒ10 

実績値 方向性 目標値 

ＤＶ（配偶者からの暴力）の用語の認知度（市

民アンケート調査） 
83.3％  100％ 

ＤＶ被害経験者のうち、「誰にも相談しなかっ

た」人の割合（市民アンケート調査） 
50.9％  49％ 
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第 ４ 章 プランの基本目標別の内容 
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【取組一覧】 

基本目標 施策 № 取組 

１ 

女
性
の
さ
ら
な
る
活
躍
促
進 

（１）各種審議会等における 

女性参画の促進 

１ 各種審議会等における女性委員の増加に向けた取組 

２ 人材リスト等の整備 

（２）女性の人材育成の活性化 

３ 人材育成のための講座等の開催 

４ 女性の人材育成のための研修・講座への派遣 

５ 女性指導者の活躍する場の提供 

６ 女性のライフプランニング支援 

（３）職場における女性活躍・

男女共同参画の推進 

７ 
職場での女性活躍、男女共同参画の推進に向けた啓発・

情報提供 

８ 女性の就労支援・再就職支援等の実施 

９ 女性農業者への支援の実施 

10 安城市における「特定事業主行動計画」の推進 

（４）子育て支援サービスの充実 11 一時預かり等、子育て家庭のニーズに応じたサービスの拡充 

２ 

家
庭
・
地
域
に
お
け
る 

男
女
共
同
参
画
の
推
進 

（１）家庭における家事・育児

等の分かち合い促進 

12 家事・育児等のシェアに関する啓発の実施 

13 男性の家庭への参画に向けた学習機会の提供 

（２）地域・市民活動や防災・

防犯分野における参画促

進 

14 
地域団体や組織等に対する男女共同参画に関する情

報・学習機会の提供 

15 ジェンダーの視点を加えた防災対策の推進 

16 女性を狙う犯罪から身を守るための講座の開催 

17 育児中でも学びやすい環境の整備 

３ 

多
様
な
生
き
方
を
認
め
合
う
意
識
・
環
境
づ
く
り 

（１）男女共同参画に関する 

啓発 

18 男女共同参画に関する図書の展示による啓発 

19 男女共同参画に関する情報発信の充実 

20 男女共同参画イベントの開催 

（２）男女共同参画に関する 

学習機会の提供 

21 市民向け講座の実施 

22 学校等における男女共同参画に関する教育の実施 

（３）人権が尊重される社会環

境づくり 

23 命の大切さ等を学ぶ機会づくり 

24 思春期保健の推進 

25 男女の健康づくり支援 

26 ＬＧＢＴ等、多様な性に関する理解促進 

27 市職員等への男女共同参画研修の実施 

28 
パートナーシップ・ファミリーシップ制度の制定及び

運用  

４ 

あ
ら
ゆ
る
暴
力
の
根
絶
と 

      

安
全
・
安
心
な
環
境
の
確
保 

（１）ＤＶ防止に関する啓発 
29 ＤＶ防止に向けた情報提供・啓発の実施 

30 生徒に対するＤＶ防止に向けた情報提供・啓発の実施 

（２）ＤＶ被害に対する早期対

応・支援 

31 ＤＶに関する適切な相談の実施 

32 ＤＶ被害者への連携した支援 

33 被害者の一時保護の実施 

（３）安全・安心を支える体制

づくり 

34 困難を抱える女性に関する支援 

35 二次被害の防止に向けた市役所対応の強化  
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 基本目標 1 女性のさらなる活躍促進 

【現状・課題】 

●男女共同参画社会の実現に向けては、男女があらゆる分野における活動に参画することが

必要ですが、わが国では特に諸外国に比べて政策・方針決定過程への女性の参画が不十分

な状況です。 

●全国的な女性委員の現状について、令和４（2022）年度の調査では国の審議会等における

女性委員の割合は 43.0％、愛知県では 34.3％となっています。本市における審議会等委員

の女性割合は令和４（2022）年度で 30.6％となっており、令和元（2019）年度以降、目標

であった 30％は超えているものの、伸び悩んでいる状況です。 

●国の「第５次男女共同参画基本計画」では、「指導的地位に占める女性の割合が 2020 年代

の可能な限り早期に 30％程度となるよう目指して取組を進める。」として目標を設定して

取組を進めています。様々な分野に男女双方の視点を盛り込んでいくことは、市民生活に

おける様々な生活のしづらさを解消していくことにもつながります。女性等の多様な人材

を活かし、持続可能な発展に貢献する組織としていくことが重要です。 

 

（１）各種審議会等における女性参画の促進 

女性が様々な分野に参画しやすい環境や仕組みを整え、本市における方針・政策決定過程

への女性の参画を促進します。 

№ 取組 内容   担当課 

1 

各種審議会等における

女性委員の増加に向け

た取組 

関係各課に調査・ヒアリングを実施し、各種

審議会等における女性の登用促進を働きか

けることで、方針・政策決定の場への女性の

意見の反映を進めます。 
市民協働課 

指標 現状 方向性 

関係各課へのヒアリング

実施回数 
1 回 維持・継続 

２ 人材リスト等の整備 

人材育成講座修了生や地域で活躍する人を

人材リストへ登載することで、多様な人材

が審議会等に参加できる環境を整備しま

す。 市民協働課 

指標 現状 方向性 

市民参加パートナーバ

ンクの女性登録者数 
112 人 増加 

※現状の数値は令和 4 年度の実績です。 



42 

（２）女性の人材育成の活性化 

女性が様々な場面で能力を発揮し、方針・政策決定過程等に参画する力を付けるための各

種研修や講座、活躍の場の提供を行います。 

№ 取組 内容   担当課 

３ 
人材育成のための講座

等の開催 

人材育成講座の開催を通じて、方針・政策決

定の場に参画できる女性人材を計画的かつ

継続的に育成します。 
市民協働課 

指標 現状 方向性 

人材育成講座の受講者数

（累計） 

419 人 
（平成 14 年度

からの累計） 

増加 

４ 
女性の人材育成のため

の研修・講座への派遣 

愛知県等が開催する研修会や講座へ市民を

派遣し、女性リーダーの育成を進めます。 

市民協働課 
指標 現状 方向性 

研修会等派遣者数（累計） 
44 人 

（平成９年度か

らの累計） 
増加 

５ 
女性指導者の活躍する

場の提供 

自らの知識や経験をもとに活躍する女性

に、公民館講座等の講師として起用するこ

とで、実践を通じた学びの機会を提供しま

す。 
生涯学習課 

指標 現状 方向性 

公民館講座等で女性の

新規講師を登用した数

（累計） 

32 人 増加 

６ 
女性のライフプランニ

ング支援 

社会情勢に即した女性向けライフプランニ

ング講座を開講し、社会参画等を目指す女

性をはじめ、様々な女性が充実した生活を

送るための支援を行います。 生涯学習課 

指標 現状 方向性 

女性が充実した生活を

送るための講座実施数 
８講座 維持・継続 
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（３）職場における女性活躍・男女共同参画の推進 

男女がともに性別に関わらず職場で活躍できるようにするとともに、仕事と生活の調和を

図ることができる、誰もが働きやすい職場環境づくりを支援します。 

№ 取組 内容   担当課 

７ 

職場での女性活躍、男女

共同参画の推進に向け

た啓発・情報提供 

市内の事業所において女性が活躍しやすい

環境となるよう、県・関係機関が開催する講

座等の情報提供、県との共同による講座等

の開催、女性管理職の拡大や女性の能力の

活用に関する啓発を行います。 
商工課 

指標 現状 方向性 

情報の発信回数 18 回 維持・継続 

８ 
女性の就労支援・再就職

支援等の実施 

出産・育児・介護などで離職した女性の再就

職を支援するための情報の発信を行うとと

もに、セミナーの開催及び起業セミナーの

情報発信を行います。 商工課 

指標 現状 方向性 

再就職・起業セミナー参

加者数（累計） 
39 人 増加 

９ 
女性農業者への支援の

実施 

女性農業者を対象に学びや情報交換などの

交流の場を提供し、家族経営協定の締結等

に関する啓発を行います。 
農務課 

指標 現状 方向性 

家族経営協定の締結農

家戸数（累計） 

73 戸 
（平成 9 年度

からの累計） 

増加 
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№ 取組 内容   担当課 

10 
安城市における「特定事

業主行動計画」の推進 

①女性活躍の推進 

女性職員の多様なポストへの積極的な配

置、管理職員への登用、外部研修等への派

遣、活躍を推進するための研修等の開催を

通じ、女性の個性や能力が十分に発揮され、

多様な価値観を持った組織の構築を目指し

ます。 

②男性職員の育児休業等の取得促進 

配偶者の妊娠等の申出があった男性職員に

対し、活用できる休暇・休業制度等の周知や

所属長を通じたその取得予定のヒアリング

を行い、男性の家事・育児への参画を促進し

ます。 
人事課 

指標 現状 方向性 

①女性職員の活躍や女

性リーダーの育成を目

的とした外部研修への

派遣 

２回 維持・継続 

②新たに子が生まれた

すべての男性職員に

対する、取得できる休

暇・休業制度等の周知

及び面談の実施 

実施 維持・継続 

 

（４）子育て支援サービスの充実 

様々な場面への男女の参画を叶えるための、誰もが利用しやすい子育て支援サービスの拡

充を図ります。  

№ 取組 内容   担当課 

11 

一時預かり等、子育て家

庭のニーズに応じたサ

ービスの拡充 

一時保育等のサービスを利用しやすくする

ことで、育児負担の解消や就労等の社会復

帰がしやすい環境づくりを促進します。 

保育課 
指標 現状 方向性 

一時保育の1日当たりの

定員（全施設合計） 
110 人  拡充 
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 基本目標２ 家庭・地域における男女共同参画の推進 

【現状・課題】 

●近年、家庭のあり方が変化し、核家族世帯や単身世帯が増加しています。なかでも共働き

世帯は増加しており、男女ともに家庭と仕事の両立やワーク・ライフ・バランスの実現が

大きな課題となっています。 

●男女がともに働き続けることが増えても、家事・育児等は女性の役割と見なす意識は依然

として根強く存在しています。令和４（2022）年度に実施した男女共同参画に関する市民

アンケートでは固定的な役割分担意識には男女ともに「反対」する割合が高く、女性の就

労に関しても結婚・出産にかかわらず就労を続けることが望ましいとする割合も高くなっ

ていますが、家事時間の実態をみると、男女の時間の差は共働き・片働きに関わらず大き

くなっています。 

●「育児・介護休業法」の改正や各種の制度の周知により、男性の育休取得率は向上してい

るものの、実質的な男性の家事・育児への参画に関してはまだ十分ではありません。 

●地域活動においては、依然として方針決定過程には男性、補助的役割には女性、というか

たちが残っており、アンケート調査においても経年でみて特に変化がみられない分野とな

っています。特に地域活動は活動者の年齢も高齢層に偏りがあるという特徴があるため、

活動に多様な視点を盛り込むための工夫や取組が求められます。 

●地域活動の中でも防災分野における男女共同参画に関しては、国においても力を入れて取

り組んでおり、令和２（2020）年５月には「災害対応力を強化する女性の視点～男女共同

参画の視点からの防災・復興ガイドライン～」が示されました。防災分野における多様な

ニーズやリスクへの対応力を高めるため、防災、災害時、復興時などの各段階において、

意思決定の場及び現場における女性の参画拡大を一層図る必要があります。 

 
  

（１）家庭における家事・育児等の分かち合い促進 

仕事と家事・育児等の両立に配慮した働き方や男性の家事・育児等への参画についての意

識やスキルの向上に向けた取組を進めます。 

№ 取組 内容   担当課 

12 
家事・育児等のシェアに

関する啓発の実施 

男女がともに仕事と家事・育児等の両立に

配慮した働き方や暮らし方ができるよう、

家事・育児等をともに分かち合うことの重

要性に関する啓発等を行います。 市民協働課 

指標 現状 方向性 

ワーク・ライフ・バラン

スについての啓発回数 
２回 維持・継続 
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№ 取組 内容   担当課 

13 
男性の家庭への参画に

向けた学習機会の提供 

男性高齢者向けの栄養講座を開催し、介護

予防の視点も含めた高齢期の家庭参画を促

進します。 

高齢福祉課 指標 現状 方向性 

男性高齢者向けの栄養

講座の参加者数（累計） 
46 人 増加 

男性が子育てや家事等に積極的に関わり、

楽しむことができるとともに、家庭的責任

を果たせるよう、各種の講座や交流の場を

提供します。 
子育て支援課 

指標 現状 方向性 

パパ講座／イクメン広

場延べ参加者数（累計） 
219 人 増加 

妊娠期から出産後の妊産婦の心の変化や育

児について学び、夫婦がお互いの役割をと

もに考えることができるよう、学習機会を

提供します。 健康推進課 

指標 現状 方向性 

夫のパパママ教室べん

きょう編への参加率 
96% 維持・継続 

男性の家事・育児等への参画を促進するため

の講習会や学習機会の提供により、男女がと

もに学ぶことができる環境を充実します。 
生涯学習課 

指標 現状 方向性 

男性の参画を促進する

ための講座実施数 
30 講座 増加 
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（２）地域・市民活動や防災・防犯分野における参画促進 

男女がともに地域活動や防災活動などに積極的に参画できるよう、広報・啓発を推進する

とともに、特に女性が参画しやすい環境づくりを促進します。 

№ 取組 内容   担当課 

14 

地域団体や組織等に対

する男女共同参画に関

する情報・学習機会の提

供 

町内会などの地域団体や組織などへ男女共

同参画や女性活躍に関する啓発等を行うこ

とで、多様な意見が反映されたコミュニテ

ィ活動の展開を促進します。 市民協働課 

指標 現状 方向性 

町内会等への啓発回数 ２回 増加 

15 
ジェンダーの視点を加

えた防災対策の推進 

①多様な視点を反映させた備蓄品等の整備 

災害時に誰もが不自由なく過ごすことができ

るよう、多様な視点を反映させた防災備蓄品

や災害時の物資の確保を進めます。 

②地域防災活動における女性の参画促進 

地域における防災活動において、防災訓練

等の各種活動に女性が参加しやすくなるよ

う、研修を通じた啓発や情報提供を進めま

す。 

危機管理課 

指標 現状 方向性 

①整備した備蓄品の種

類 
６種類 増加 

②男女共同参画の視点

を取り入れた内容の

防災研修の実施回数 

1 回 維持・継続 

16 

女性を狙う犯罪から身

を守るための講座の開

催 

女性を狙う犯罪から身を守るための防犯教

室などの講座を開催し、防犯意識の向上を

図ります。 
市民安全課 

指標 現状 方向性 

防犯教室の参加者数 

（累計） 
90 人  増加 
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№ 取組 内容   担当課 

17 
育児中でも学びやすい

環境の整備 

子どもを育てながらも学ぶ意欲を持つ市民

が、安心して講座等に参加できるよう、各種

講座やイベントにおいて託児を実施しま

す。 

市民協働課 

生涯学習課 

指標 現状 方向性 

託児付き講座及びイベ

ント開催回数 

【市民協働課】 

３回 維持・継続 

託児付き講座数 

【生涯学習課】 
27 講座 維持・継続 
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 基本目標３ 多様な生き方を認め合う意識・環境づくり 

【現状・課題】 

●令和４（2022）年度に実施した男女共同参画に関する市民アンケートによると、男女の地

位の平等感について「男性の方が優遇されている」と感じられている分野が多く、男女平

等に向けた取組はまだ十分ではない現状が浮き彫りとなりました。 

●男女共同参画の取組を阻害する要因の一つである「アンコンシャス・バイアス」は無意識

の偏見と呼ばれています。市民アンケートにおいても、男だから・女だからといった思い

込みによる差別または不利益の経験の有無では女性で 29.2％、男性で 13.8％が「経験があ

る」と回答しており、日常の様々な場面で、人権を尊重する意識の定着や思い込みの払拭

のための取組を図っていく必要があります。 

●男女が置かれている不平等や、さらには性的マイノリティを含めた多様性に目を向け、誰

もが暮らしやすく、また人権が尊重される社会環境をつくっていくことが重要です。 

 

 

 

 
 

（１）男女共同参画に関する啓発 

男女共同参画に関する知識や意識の普及に向け、市民が男女共同参画に関する情報に広くふ

れることができる機会を提供します。 

№ 取組 内容   担当課 

18 
男女共同参画に関する

図書の展示による啓発 

図書情報館において、国の「男女共同参画週

間」及び県の「男女共同参画月間」に合わせ

て関連図書や雑誌等を展示し、市民に対し

男女共同参画の重要性を周知します。 アンフォーレ課 

指標 現状 方向性 

展示の実施回数 ２回 維持・継続 

19 
男女共同参画に関する

情報発信の充実 

市民活動団体等との協働による情報誌の作

成・発行や市公式ウェブサイト・広報紙、Ｓ

ＮＳ等への記事掲載を通じ、男女共同参画

に関する情報を広く市民に発信します。 市民協働課 

指標 現状 方向性 

情報誌の年間発行回数 ２回 維持・継続 
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№ 取組 内容   担当課 

20 
男女共同参画イベント

の開催 

男女共同参画に関するイベント等を開催す

ることで、男女共同参画の重要性・必要性を

広く市民に周知します。また、市民活動団体

等との協働により企画を行うことで、より

市民の視点に沿ったイベント内容の充実を

図ります。 
市民協働課 

指標 現状 方向性 

男女共同参画関連の 

イベント回数 
２回 維持・継続 

 

（２）男女共同参画に関する学習機会の提供 

男女共同参画について学ぶ意欲のある市民に対し、学習機会を提供することで知識・意識を

深めることができるよう支援します。 

№ 取組 内容   担当課 

21 市民向け講座の実施 

男女共同参画に関するセミナーの開催や地

域、職場、学校等への出前講座を実施し、市

民が男女共同参画について理解を深める機

会を提供します。 市民協働課 

指標 現状 方向性 

セミナー等の実施回数 ２回 維持・継続 

22 

学校等における男女共

同参画に関する教育の

実施 

児童 ・生徒が、男女の違いを知り、互いを価

値のある存在として認めることができるよ

う、道徳の授業や学校生活全般においての

学びを充実します。 
学校教育課 

指標 現状 方向性 

男女共同参画の視点か

らの授業や活動を行っ

た学級数 

すべて

の学級 
維持・継続 
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（３）人権が尊重される社会環境づくり 

命の大切さや人権の尊重に関する重要性を広く周知するとともに、多様な選択を認め、受容

する社会づくりを進めます。 

№ 取組 内容   担当課 

23 
命の大切さ等を学ぶ 

機会づくり 

市内の児童センターにおいて「赤ちゃん出

会い・ふれあい交流会」を開催し、小中学生

が乳幼児とふれあい、命の大切さを学び、人

権や思いやりの意識を高める機会を提供し

ます。 
子育て支援課 

指標 現状 方向性 

赤ちゃん出会い・ふれあ

い交流事業の延べ参加

人数（累計） 

313 人 増加 

24 思春期保健の推進 

学校などが授業を通じて行う学童期・思春

期の発達段階に応じた保健教育を支援し、

児童・生徒が命の大切さ等を理解する機会

の充実を図ります。 健康推進課 

指標 現状 方向性 

講師派遣件数 28 件 継続 

25 男女の健康づくり支援 

男女の身体的な構造の違いや、心身の状況

が年代に応じて大きく変化する女性の特性

について理解を促進し、生涯を通じた健康

づくりを支援します。 

健康推進課 指標 現状 方向性 

子宮頸がん検診の受診率 20.1％ 増加 

乳がん検診の受診率 21.3％ 増加 
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№ 取組 内容   担当課 

26 
ＬＧＢＴ等、多様な性に

関する理解促進 

性的マイノリティに対する理解を深めるた

めの啓発を行い、市民が多様な性のあり方

を理解し、多様性を認め合えるような環境

づくりを促進します。 市民協働課 

指標 現状 方向性 

市民向け啓発回数 ６回 維持・継続 

教職員に対し、パンフレットによる啓発を

行います。 

学校教育課 指標 現状 方向性 

パンフレットによる啓

発回数 
1 回 維持・継続 

27 
市職員等への男女共同

参画研修の実施 

多様性を認め合う視点を踏まえて業務遂行

ができるよう、市職員・教職員への研修を実

施します。 

市民協働課 指標 現状 方向性 

ＬＧＢＴ等に関する市

職員等向け研修参加者

数 

（累計） 

658 人 
（平成 30 年度

からの累計） 
増加 

28 

パートナーシップ ・ファ

ミリーシップ制度の制

定及び運用 

性的マイノリティの方の生きづらさを緩和

し、多様な生き方を認める機運を醸成する

ため、パートナーシップ ・ファミリーシップ

制度を制定するとともに、広く市民に対し

て周知を進めます。 
市民協働課 

指標 現状 方向性 

市民向け啓発回数 - 実施・継続 
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 基本目標４ あらゆる暴力の根絶と安全・安心な環境の確保 

【現状・課題】 

●ＤＶ防止法は平成 13（2001）年４月に制定され、複数回の法改正を経て、被害者の保護や

支援体制の強化が進められてきました。全国的なＤＶに関する実態としては、相談件数の

増加、被害経験のある女性の増加等がみられ、支援体制の充実・強化と並行して、潜在化

していた被害が明らかになってきていると言えます。 

●令和４（2022）年度に実施した男女共同参画に関する市民アンケートにおいても、暴力を

受けた人のうち「誰にも相談しなかった割合」は経年でみて 50％を超える傾向が続き、被

害の潜在化が懸念されます。相談窓口の周知とともに、ＤＶに関する知識の普及や関係機

関等と連携した支援体制の強化が求められます。 

●女性であることに加えて多様化・複雑化・複合化する課題を抱え、支援が必要な女性も多

くいることから、令和４（2022）年５月に「困難な問題を抱える女性への支援に関する法

律」が成立しました。男女の経済格差に起因する生活困窮の問題や性暴力・性犯罪被害、

家庭問題や孤独・孤立などの多様な問題を抱える女性への支援を、関係機関等と連携しな

がら進めていく必要があります。 
 

（１）ＤＶ防止に関する啓発 

ＤＶは重大な人権侵害であり、許される行為ではないという認識を社会全体で共有すること

ができるよう、広く広報・啓発を進めます。 

№ 取組 内容   担当課 

29 
ＤＶ防止に向けた情報

提供・啓発の実施 

ＤＶの認識を深めるとともに、被害の未然

防止を図るため、どのようなことがＤＶに

あたるかや、被害に遭った場合の相談窓口

等に関する情報をパンフレット等の配布を

通じて広く周知・啓発します。 市民協働課 

指標 現状 方向性 

ＤＶ防止の市民向け啓

発回数 
６回 維持・継続 

30 

生徒に対するＤＶ防止

に向けた情報提供・啓発

の実施 

デートＤＶに関するリーフレット等を学校

を通じて生徒に配布し、若い世代にデート

ＤＶの知識の普及を進めるとともに未然防

止を図ります。 
市民協働課 

指標 現状 方向性 

中学３年生向けリーフ

レット等の配布数 

市内中学

３年生の

生徒数 

維持・継続 
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（２）ＤＶ被害に対する早期対応・支援 

ＤＶ被害者からの相談に対し、関係機関等と連携・協働しつつ迅速に対応できるよう、相談・支

援体制の強化を図ります。 

№ 取組 内容   担当課 

31 
ＤＶに関する適切な相

談の実施 

被害者が安心して相談できるＤＶ相談を実

施するとともに相談窓口に関する情報発信

を行い、被害者を早期に必要な支援につな

げることができる環境を整備します。 

社会福祉課 

障害福祉課 

高齢福祉課 

子育て支援課 

指標 現状 方向性 

ＤＶ相談件数 

【社会福祉課】 
11 件 継続 

障害のある方のＤＶ相

談件数 

【障害福祉課】 

10 件 継続 

高齢者（65 歳以上）の 

ＤＶ相談件数 

【高齢福祉課】 

１件 継続 

子育て家庭における 

ＤＶ相談件数 

【子育て支援課】 

15 件 継続 

32 
ＤＶ被害者への連携し

た支援 

ＤＶに関する相談対応において、庁内関係

各課で連携して迅速に対応できる体制を整

備します。 
市民協働課 

指標 現状 方向性 

庁内会議の開催 1 回 維持・継続 
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№ 取組 内容   担当課 

33 
被害者の一時保護の実

施 

相談者の状況を踏まえて愛知県女性相談セ

ンターとの連携を強化し、必要に応じて一

時保護へとつなげます。 

社会福祉課 指標 現状 方向性 

愛知県女性相談センタ

ーへ一時保護を依頼し

た件数 

０件 継続 

一時保護の実施及び必要に応じた施設措置

等自立支援を行い、ＤＶ被害者の安全を確

保します。 

子育て支援課 指標 現状 方向性 

愛知県女性相談センタ

ーへ一時保護を依頼し

た件数 

３件 継続 
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（３）安全・安心を支える体制づくり 

複雑化・多様化・複合化している様々な困難を抱える女性や DV 被害に遭った人など、支援

が必要な市民が安心して生活できるような環境を整備します。 

№ 取組 内容   担当課 

34 
困難を抱える女性に関

する支援 

困難な課題を抱える女性を早期に適切な支

援につなげられるよう、県等と連携して包括

的・継続的に支援できる体制をつくり支援窓

口の周知を図ります。 市民協働課 

指標 現状 方向性 

支援窓口の周知 - 実施・継続 

悩みを抱える女性が安心して相談できるよ

う、市役所相談室において女性相談員による

相談窓口を定期的に開設します。 
市民安全課 

指標 現状 方向性 

女性相談件数 117 件 継続 

市民の誰もが安心して相談ができる身近な

場として「心配ごと相談」を実施します。 

社会福祉協議会 指標 現状 方向性 

心配ごと相談の女性相

談延べ件数 
87 件 継続 

35 
二次被害の防止に向け

た対応の強化 

相談にあたる職員が正しい認識・理解を持っ

て被害者への対応にあたれるよう、市職員へ

の研修を実施します。 

市民協働課 
指標 現状 方向性 

市職員向けＤＶ研修参

加者数（累計） 

272 人 
（平成 30 年度

からの累計） 

増加 

市民協働課が主催するＤＶ研修会の中で支

援措置に関する説明会を開催し、個人情報保

護の取り扱いについて周知徹底を図ります。 

市民課 
指標 現状 方向性 

支援措置に関する説明

会の実施 
１回 維持・継続 
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第 ５ 章 プランの推進体制 
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市民 

地域 

コミュニティ 

市民活動 

団体 

 

児童・生徒 

教育に 

携わる者 

 

事業者 

 

市 

国・県 

 

 １ 市民、事業者等との協働による推進 

 

プランの着実な推進を図るため、最終的に目指す姿である「男女共同参画社会の実現」や

基本目標などが市民や事業者に幅広く理解されるよう、広報紙やパンフレット、ホームペー

ジなど、多様な媒体を活用しながら、内容の周知に努めます。 

また、本プランに位置付けた各種取組の効果を波及させるためには、市民や事業者との協

働が必要不可欠であるため、適切な情報の収集を図り、市民意見やニーズの把握と取組への

反映に努めます。 

 

■安城市男女共同参画 実施主体関連図 
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事務局（市民協働課） 

関係各課 

評価結果を受けた取組内容の 

見直し・改善 

男女共同参画審議会 

プランの取組状況の評価 

関係各課 

プランに基づく取組の実施 

事務局（市民協働課） 

関係各課 
取組の進行管理 

Plan Do 

Check Action 

 

 ２ プランの進捗管理 

 

男女共同参画の視点は行政が行う取組に幅広く関わりがあるため、すべての職員が「男女

共同参画社会の実現」を目指すという共通認識を持つことが重要です。そのため、職員に対

し男女共同参画の視点を浸透させるとともに、関係各課が連携を図り、横断的に取組を進め

ていきます。さらに、本プランの計画期間中の男女共同参画行政に関する国、県の動向を注

視するとともに、必要に応じて近隣自治体などとの連携を図りながら、取組を推進していき

ます。 

また、本プランに位置付けた取組は、毎年度、担当課が推進状況や課題等を整理してＰＤ

ＣＡの視点から自己評価を行い、その結果を市民協働課が取りまとめ、安城市男女共同参画

審議会において推進状況の確認・評価を行います。そしてその結果を広く市民などに公表す

るとともに、必要に応じて改善を図り、次年度以降の取組の展開に反映させながら、よりよ

い事業の推進に努めます。 

 

■ ＰＤＣＡによる進捗管理  

 

 

 

  

事務局が、担当

課の推進状況や

課題、自己評価

等の結果を取り

まとめて報告 

評価結果等の市民への公表 

取組への意見のフィードバック 

改善した取組結

果の次年度取組

への反映 

関係各課への情報提供や男女共同

参画に関する研修の実施 
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 １ 策定の経過 

令和４（2022）年度 

開催日（実施日） 策定経過 

７月 25 日 

令和４年度 第１回 安城市男女共同参画審議会 

（１）第４次安城市男女共同参画プランの概要について 

（２）第４次安城市男女共同参画プランの進捗状況（令和３年度分）

について 

（３）方針・施策決定の場における女性の参画状況等について 

（４）第５次安城市男女共同参画プラン策定について 

８月 20 日～ 

９月 16 日 
「安城市男女共同参画に関するアンケート調査」の実施 

10 月 17 日、 

11 月 10 日、15 日 
企業、団体に対する面談ヒアリング調査の実施 

12 月 16 日 

令和４年度 第２回 安城市男女共同参画審議会 

（１）安城市男女共同参画に関するアンケート調査及び企業・団体ヒ

アリング結果について 

（２）第５次安城市男女共同参画プラン策定にあたっての前提事項

について 

（３）第４次安城市男女共同参画プランの評価について 

２月 16 日 

第１回 第５次安城市男女共同参画プラン庁内部会・作業部会合同会

議【書面開催】 

（１）第５次安城市男女共同参画プラン策定にあたっての基本事項 

（２）第４次安城市男女共同参画プランの総括について 

（３）安城市男女共同参画に関するアンケート・ヒアリング調査結果

について 

３月 15 日 

令和４年度 第３回 安城市男女共同参画審議会 

（１）第４次安城市男女共同参画プランの総括について 

（２）第５次安城市男女共同参画プランの骨子（案）について 

令和５（2023）年度 

開催日（実施日） 策定経過 

５月 11 日 

第２回 第５次安城市男女共同参画プラン庁内作業部会【書面開催】 

（１）第５次安城市男女共同参画プラン 骨子案について 

（２）第５次安城市男女共同参画プラン 新施策体系案について 

７月４日 

令和５年度 第１回 安城市男女共同参画審議会 

（１）第４次安城市男女共同参画プランの進捗状況（令和４年度分）

について 

（２）第５次安城市男女共同参画プランの新施策体系案について 
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開催日（実施日） 策定経過 

８月 21 日 

第２回 第５次安城市男女共同参画プラン庁内部会・第３回庁内作業

部会【書面開催】 

 （１）第５次安城市男女共同参画プラン（案）について 

９月 20 日 

令和５年度 第２回 安城市男女共同参画審議会 

（１）第５次安城市男女共同参画プラン（案）について 

（２）男女共同参画ロゴマークについて 

10 月 17 日 

第３回 第５次安城市男女共同参画プラン庁内部会【書面開催】 

（１）第５次安城市男女共同参画プラン（案）について 

（２）パブリックコメントについて 

10 月 26 日 幹部会議への説明 

11 月 13 日 

令和５年度 第３回 安城市男女共同参画審議会 

（１）第５次安城市男女共同参画プランの計画案について 

（２）パブリックコメントの実施について 

12 月 12 日 市民文教部会への説明 

12 月 20 日～ 

１月 18 日 
パブリックコメントの実施 

１月□日 

第４回 第５次安城市男女共同参画プラン庁内部会 

（１）パブリックコメントの結果について 

（２）プラン最終案について 

２月 13 日 

令和５年度 第４回 安城市男女共同参画審議会 

（１）パブリックコメントの結果について 

（２）プラン最終案について 

２月 19 日 市長への答申 
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 2 安城市男女共同参画推進条例 
 

平成 20 年３月 26 日安城市条例第 15 号 
 

目次 

前文 

第１章 総則（第１条―第９条） 

第２章 男女共同参画の推進に関する 

基本的施策（第 10 条―第 17 条） 

第３章 男女共同参画審議会（第 18 条） 

第４章 雑則（第 19 条） 

附則 

 

男女が性別にかかわりなく心豊かに生活できること

は、私たち安城市民の願いです。 

安城市は、豊かな大地と自然に恵まれ、多くの人々

のたゆみない努力により産業と文化、そして穏やかな

地域社会をはぐくんできました。 

しかしながら、少子高齢化や経済産業構造の変化、

国際化などにより、家族形態や地域社会は大きく変化

しています。このような変化のなかで、引き続き活力

ある社会を築くためには、性別による固定的な役割分

担意識やそれに基づく制度及び慣行を見直し、男女が

対等なパートナーとして生活できる社会づくりに取り

組んでいくことが必要です。 

私たち安城市民は、将来にわたって、男女が、互い

に自立した人間として、その人権を尊重し、共に責任

を分かち合い、豊かな生き方のできる男女共同参画社

会の実現を目指し、ここに、この条例を制定します。 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、男女共同参画の推進について、

基本理念を定め、市、市民、事業者及び教育に携わ

る者の役割を明らかにするとともに、男女共同参画

の推進に関する施策の基本となる事項を定めること

等により、当該施策を総合的かつ計画的に推進し、

もって男女共同参画社会を実現することを目的とす

る。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の

意義は、当該各号に定めるところによる。 

（１）男女共同参画 男女が、社会の対等な構成員

として、自らの意思によって家庭、地域、学校、

職場その他の社会のあらゆる分野（以下「社会の

あらゆる分野」という。）における活動に参画する

機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経

済的、社会的及び文化的利益を享受することがで

き、かつ、共に責任を担うことをいう。 

（２）積極的改善措置 前号に規定する機会に係る

男女間の格差を改善するため必要な範囲内にお

いて、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積

極的に提供することをいう。 

（３）セクシュアル・ハラスメント 性的な言動に

よりその言動を受けた個人の生活環境を害する

こと又は性的な言動に対する個人の対応により

当該個人に不利益を与えることをいう。 

（４）ドメスティック・バイオレンス 夫婦、恋人

等親密な関係にある男女間若しくは過去に親密

な関係にあった男女間の暴力その他の精神的、身

体的又は経済的な苦痛を与える言動をいう。 

（基本理念） 

第３条 男女共同参画の推進は、次に掲げる事項を基

本理念として、社会のあらゆる分野において積極的

に行われなければならない。 

（１）男女が、性別を理由に差別されることなく、

自立した個人として、個性と能力を発揮する機会

が確保されることその他の人権が尊重されるこ

と。 

（２）男女が、性別による固定的な役割分担意識に

基づく制度又は慣行により制限されることなく、

あらゆる活動に対して、自らの意思と責任におい

て多様な選択ができるよう配慮されること。 

（３）男女が、社会の対等な構成員として、社会の

あらゆる分野において、方針の立案及び決定に共

同して参画する機会を確保されること。 

（４）家族を構成する男女が、互いの人格を尊重し、

相互の協力と社会の支援の下に、育児、介護その

他の家庭生活における活動と地域、学校、職場そ

の他の社会生活における活動との両立ができる

よう配慮されること。 

（市の役割） 

第４条 市は、前条の基本理念（以下「基本理念」と

いう。）にのっとり、男女共同参画の推進に関する施

策（積極的改善措置を含む。以下同じ。）を総合的か

つ計画的に策定し、及び実施するものとする。 

２ 市は、市民、事業者及び教育に携わる者並びに国、

県その他の関係機関と協力し、連携を図りながら男

女共同参画を推進するものとする。 

３ 市は、自ら率先して男女共同参画を推進するもの

とする。 

（市民の役割） 

第５条 市民は、男女共同参画について理解を深める

とともに、基本理念にのっとり、社会のあらゆる分

野において、男女共同参画を推進するよう努めるも

のとする。 

（事業者の役割） 

第６条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活

動において、男女共同参画の推進に積極的に取り組

むよう努めるものとする。 

（教育に携わる者の役割） 



65 

第７条 家庭教育、学校教育、社会教育その他の教育

に携わる者は、男女共同参画の基本理念に配慮した

教育を行うよう努めるものとする。 

（性別による権利侵害の禁止） 

第８条 何人も、社会のあらゆる分野において、直接

であると間接であるとを問わず、性別による差別的

取扱いを行ってはならない。 

２ 何人も、社会のあらゆる分野において、セクシュ

アル・ハラスメントを行ってはならない。 

３ 何人も、ドメスティック・バイオレンスを行って

はならない。 

（公衆に表示する情報への配慮） 

第９条 何人も、広く市民を対象とした広報、報道、

広告等において、性別による固定的な役割分担又は

異性に対する暴力を正当化し、又は助長する表現そ

の他の不適切な性的表現を行わないよう努めなけれ

ばならない。 

第２章 男女共同参画の推進に関する基本的

施策 

（基本計画の策定） 

第 10 条 市は、男女共同参画の推進に関する施策を

総合的かつ計画的に実施するため、男女共同参画の

推進に関する基本的な計画（以下「基本計画」とい

う。）を定めなければならない。 

２ 市長は、基本計画を定めるに当たっては、あら

かじめ、安城市男女共同参画審議会の意見を聴か

なければならない。 

３ 市長は、基本計画を定めるに当たっては、市民、

事業者及び教育に携わる者の意見を反映するた

めの必要な措置を講ずるものとする。 

４ 市長は、基本計画を定めたときは、これを公表

しなければならない。 

５ 前３項の規定は、基本計画の変更について準用

する。 

（施策の策定に当たっての配慮） 

第 11 条 市は、男女共同参画に影響を及ぼすと思わ

れる施策を策定し、及び実施するに当たっては、男

女共同参画の推進について配慮しなければならない。 

（調査研究） 

第 12 条 市は、男女共同参画の推進に関する施策の

策定及び実施に必要な調査研究を行うとともに、必

要に応じ、その結果を公表するものとする。 

（広報及び支援） 

第 13 条 市は、市民、事業者及び教育に携わる者が男

女共同参画に関する理解を深め、男女共同参画を推

進する活動を行う意欲が増進されるように、広報活

動を行うほか、必要な支援を行うものとする。 

（積極的改善措置） 

第 14 条 市は、社会のあらゆる分野における活動に

おいて、男女間に参画する機会の格差が生じている

場合は、市民、事業者及び教育に携わる者と協力し、

積極的改善措置を講ずるものとする。 

２ 市長は、委員会、審議会、審査会その他これら

に類するものの委員を委嘱し、又は任命する場合

は、男女の委員の数が著しく均衡を欠くことのな

いよう努めるものとする。 

（実施状況の公表） 

第 15 条 市は、毎年度、男女共同参画の推進に関する

施策の実施状況に関する報告書を作成し、これを公

表しなければならない。 

（市が実施する施策に対する申出） 

第 16 条 市民、事業者及び教育に携わる者は、市長に

対し、市が実施する男女共同参画の推進に関する施

策及び男女共同参画に影響を及ぼすと思われる施策

についての意見を申し出ることができる。 

２ 市長は、前項の規定による申出があったときは、

安城市男女共同参画審議会に報告するとともに、

適切な処理に努めるものとする。 

（男女共同参画を阻害する事項に係る相談） 

第 17 条 市は、市民から男女共同参画を阻害する事

項に係る相談があったときは、国、県その他の関係

機関と連携を図り、必要な措置を講ずるものとする。 

第３章 男女共同参画審議会 

第 18 条 市長の諮問に応じ、基本計画の策定及び変

更その他男女共同参画の推進に関する重要事項を調

査審議するため、安城市男女共同参画審議会（以下

「審議会」という。）を置く。 

２ 審議会は、男女共同参画の推進に関する施策の

実施状況及び第 16 条第２項の規定により報告の

あった事項について調査審議する。 

３ 審議会は、前項の規定により調査審議した事項

に関しては、市長に意見を述ベることができる。 

４ 審議会は、委員 15 人以内で組織する。 

５ 男女のいずれか一方の委員の数は、委員の総数

の 10 分の４未満とならないものとする。 

６ 委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠

けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の

残任期間とする。 

７ 委員は、再任されることができる。 

８ 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び

運営に関し必要な事項は、規則で定める。 

第４章 雑則 

（委任） 

第 19 条 この条例に定めるもののほか、この条例の

施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成 20 年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際現に定められている第２次安

城市男女共同参画プランは、第 10 条第１項の規定

により定められた基本計画とみなす。 
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 ３ 安城市男女共同参画審議会規則 
 

平成 20 年３月 26 日安城市規則第 22 号 

改正 平成 23 年３月４日安城市規則第５号

 （趣旨） 

第１条 この規則は、安城市男女共同参画推進条例（平

成 20 年安城市条例第 15 号）第 18 条第８項の規定

に基づき、安城市男女共同参画審議会（以下「審議

会」という。）の組織及び運営に関し必要な事項を定

めるものとする。 

（委員） 

第２条 審議会の委員は、市民、学識経験のある者そ

の他市長が必要と認める者のうちから、市長が委嘱

する。 

２ 市民のうちから委嘱する委員は、公募によるもの

とする。 

（会長及び副会長） 

第３条 審議会に会長及び副会長をそれぞれ１名置き、

委員の互選により定める。 

２ 会長は、会務を総理する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき

又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第４条 審議会の会議（以下「会議」という。）は、会

長が招集し、議長を務める。 

２ 会議は、会長（会長に事故があるとき又は会長が

欠けたときは、副会長）及び委員の半数以上が出席

しなければ、開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決

し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

（庶務） 

第５条 審議会の庶務は、市民生活部市民協働課にお

いて処理する。 

（委任） 

第６条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営

に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。 

附 則 

１ この規則は、平成 20 年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行の日以後最初に第２条第２項の規

定により公募した委員の任期は、安城市男女共同参

画推進条例第 18 条第６項の規定にかかわらず、平

成 22 年３月３１日までとする。 

附 則（平成 23 年３月４日安城市規則第５号） 

この規則は、平成 23 年４月１日から施行する。 
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 ４ 安城市男女共同参画審議会名簿 

 

役職 氏名 所属等 任期 

会長 高橋 靖子 愛知教育大学 心理講座 教授  

副会長 飯野 恭央 さんかく 21・安城 書記  

委員 太田 紗絵子 市民（公募市民）  

委員 杉浦 壮多 市民（公募市民）  

委員 中根 敬子 市民（公募市民）  

委員 堀内 学 市民（公募市民）  

委員 石原 照彦 安城市町内会長連絡協議会 副会長 
令和４年４月１日～ 

令和４年５月 23 日 

委員 鶴田 稔 安城市町内会長連絡協議会 副会長 
令和４年５月 24 日～ 

令和５年５月 23 日 

委員 濱田 博孝 安城市町内会長連絡協議会 副会長 
令和５年５月 24 日～ 

令和６年３月 31 日 

委員 杉浦 智之 安城市人権擁護委員会 副委員長 
令和４年４月１日～ 

令和５年６月４日 

委員 九十九 洋一 安城市人権擁護委員会 人権擁護委員 
令和５年６月５日～ 

令和６年３月 31 日 

委員 鈴木 靖子 安城商工会議所 総務課長補佐 
令和４年４月１日～ 

令和５年３月 31 日 

委員 矢嶋 桃子 安城商工会議所 中小企業相談所 主査 
令和５年４月１日～ 

令和６年３月３１日 

委員 太田 淳一 連合愛知三河西地域協議会 代表 
令和４年４月１日～ 

令和６年３月 31 日 

委員 満仲 結花 
株式会社アイシン 人事部 人事戦略室 ダ

イバーシティ・働きがい改革推進グループ 
令和４年４月１日～ 

令和４年 12 月 18 日 

委員 峰 千翔 
株式会社アイシン 人材組織開発部 組織

開発グループ 
令和４年 12 月 19 日～ 

令和６年３月 31 日 

委員 髙木 彩日 碧海信用金庫 経営管理部 
令和４年４月１日～ 

令和４年９月 28 日 

委員 手島 佳子 
碧海信用金庫 個人営業部 リテール企画グ

ループ グループ次長  
令和４年９月 29 日～ 

令和５年８月８日 

委員 杉浦 絵里子 
碧海信用金庫 経営企画部 企画グループ 

係長 
令和５年８月９日～ 

令和６年３月 31 日 

委員 中村 沙織 安城市教育委員会 教育委員  

敬称略 
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 ５ 男女共同参画社会基本法 

 

平成十一年六月二十三日法律第七十八号 

 

目次 

前文 

第一章 総則（第一条―第十二条） 

第二章 男女共同参画社会の形成の促進に関する

基本的施策（第十三条―第二十条） 

第三章 男女共同参画会議（第二十一条―第二十

八条） 

附則  

 

我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の

下の平等がうたわれ、男女平等の実現に向けた様々な

取組が、国際社会における取組とも連動しつつ、着実

に進められてきたが、なお一層の努力が必要とされて

いる。 

一方、少子高齢化の進展、国内経済活動の成熟化等

我が国の社会経済情勢の急速な変化に対応していく上

で、男女が、互いにその人権を尊重しつつ責任も分か

ち合い、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分

に発揮することができる男女共同参画社会の実現は、

緊要な課題となっている。 

このような状況にかんがみ、男女共同参画社会の実

現を二十一世紀の我が国社会を決定する最重要課題と

位置付け、社会のあらゆる分野において、男女共同参

画社会の形成の促進に関する施策の推進を図っていく

ことが重要である。 

ここに、男女共同参画社会の形成についての基本理

念を明らかにしてその方向を示し、将来に向かって国、

地方公共団体及び国民の男女共同参画社会の形成に関

する取組を総合的かつ計画的に推進するため、この法

律を制定する。 

第一章 総則  

（目的） 

第一条 この法律は、男女の人権が尊重され、かつ、

社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある社

会を実現することの緊要性にかんがみ、男女共同参

画社会の形成に関し、基本理念を定め、並びに国、

地方公共団体及び国民の責務を明らかにするととも

に、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の

基本となる事項を定めることにより、男女共同参画

社会の形成を総合的かつ計画的に推進することを目

的とする。  

（定義） 

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の

意義は、当該各号に定めるところによる。  

一 男女共同参画社会の形成 男女が、社会の対等

な構成員として、自らの意思によって社会のあら

ゆる分野における活動に参画する機会が確保さ

れ、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的

及び文化的利益を享受することができ、かつ、共

に責任を担うべき社会を形成することをいう。 

二 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男

女間の格差を改善するため必要な範囲内におい

て、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極

的に提供することをいう。  

（男女の人権の尊重） 

第三条 男女共同参画社会の形成は、男女の個人とし

ての尊厳が重んぜられること、男女が性別による差

別的取扱いを受けないこと、男女が個人として能力

を発揮する機会が確保されることその他の男女の人

権が尊重されることを旨として、行われなければな

らない。  

（社会における制度又は慣行についての配慮） 

第四条 男女共同参画社会の形成に当たっては、社会

における制度又は慣行が、性別による固定的な役割

分担等を反映して、男女の社会における活動の選択

に対して中立でない影響を及ぼすことにより、男女

共同参画社会の形成を阻害する要因となるおそれが

あることにかんがみ、社会における制度又は慣行が

男女の社会における活動の選択に対して及ぼす影響

をできる限り中立なものとするように配慮されなけ

ればならない。  

（政策等の立案及び決定への共同参画） 

第五条 男女共同参画社会の形成は、男女が、社会の

対等な構成員として、国若しくは地方公共団体にお

ける政策又は民間の団体における方針の立案及び決

定に共同して参画する機会が確保されることを旨と

して、行われなければならない。  

（家庭生活における活動と他の活動の両立） 

第六条 男女共同参画社会の形成は、家族を構成する

男女が、相互の協力と社会の支援の下に、子の養育、

家族の介護その他の家庭生活における活動について

家族の一員としての役割を円滑に果たし、かつ、当

該活動以外の活動を行うことができるようにするこ

とを旨として、行われなければならない。  

（国際的協調） 

第七条 男女共同参画社会の形成の促進が国際社会に

おける取組と密接な関係を有していることにかんが

み、男女共同参画社会の形成は、国際的協調の下に
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行われなければならない。  

（国の責務） 

第八条 国は、第三条から前条までに定める男女共同

参画社会の形成についての基本理念（以下「基本理

念」という。）にのっとり、男女共同参画社会の形成

の促進に関する施策（積極的改善措置を含む。以下

同じ。）を総合的に策定し、及び実施する責務を有す

る。  

（地方公共団体の責務） 

第九条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、男女

共同参画社会の形成の促進に関し、国の施策に準じ

た施策及びその他のその地方公共団体の区域の特性

に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。  

（国民の責務） 

第十条 国民は、職域、学校、地域、家庭その他の社

会のあらゆる分野において、基本理念にのっとり、

男女共同参画社会の形成に寄与するように努めなけ

ればならない。  

（法制上の措置等） 

第十一条 政府は、男女共同参画社会の形成の促進に

関する施策を実施するため必要な法制上又は財政上

の措置その他の措置を講じなければならない。  

（年次報告等） 

第十二条 政府は、毎年、国会に、男女共同参画社会

の形成の状況及び政府が講じた男女共同参画社会の

形成の促進に関する施策についての報告を提出しな

ければならない。 

２ 政府は、毎年、前項の報告に係る男女共同参画社

会の形成の状況を考慮して講じようとする男女共同

参画社会の形成の促進に関する施策を明らかにした

文書を作成し、これを国会に提出しなければならな

い。  

第二章 男女共同参画社会の形成の促進に関

する基本的施策  

（男女共同参画基本計画）  

第十三条 政府は、男女共同参画社会の形成の促進に

関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、

男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的な計

画（以下「男女共同参画基本計画」という。）を定め

なければならない。  

２ 男女共同参画基本計画は、次に掲げる事項につい

て定めるものとする。  

一 総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画社

会の形成の促進に関する施策の大綱  

二 前号に掲げるもののほか、男女共同参画社会の

形成の促進に関する施策を総合的かつ計画的に

推進するために必要な事項  

３ 内閣総理大臣は、男女共同参画会議の意見を聴い

て、男女共同参画基本計画の案を作成し、閣議の決

定を求めなければならない。  

４ 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定が

あったときは、遅滞なく、男女共同参画基本計画を

公表しなければならない。  

５ 前二項の規定は、男女共同参画基本計画の変更に

ついて準用する。  

（都道府県男女共同参画計画等） 

第十四条 都道府県は、男女共同参画基本計画を勘案

して、当該都道府県の区域における男女共同参画社

会の形成の促進に関する施策についての基本的な計

画（以下「都道府県男女共同参画計画」という。）を

定めなければならない。  

２ 都道府県男女共同参画計画は、次に掲げる事項に

ついて定めるものとする。  

一 都道府県の区域において総合的かつ長期的に

講ずべき男女共同参画社会の形成の促進に関す

る施策の大綱  

二 前号に掲げるもののほか、都道府県の区域にお

ける男女共同参画社会の形成の促進に関する施

策を総合的かつ計画的に推進するために必要な

事項  

３ 市町村は、男女共同参画基本計画及び都道府県男

女共同参画計画を勘案して、当該市町村の区域にお

ける男女共同参画社会の形成の促進に関する施策に

ついての基本的な計画（以下「市町村男女共同参画

計画」という。）を定めるように努めなければならな

い。  

４ 都道府県又は市町村は、都道府県男女共同参画計

画又は市町村男女共同参画計画を定め、又は変更し

たときは、遅滞なく、これを公表しなければならな

い。  

（施策の策定等に当たっての配慮） 

第十五条 国及び地方公共団体は、男女共同参画社会

の形成に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、

及び実施するに当たっては、男女共同参画社会の形

成に配慮しなければならない。  

（国民の理解を深めるための措置） 

第十六条 国及び地方公共団体は、広報活動等を通じ

て、基本理念に関する国民の理解を深めるよう適切

な措置を講じなければならない。  

（苦情の処理等） 

第十七条 国は、政府が実施する男女共同参画社会の

形成の促進に関する施策又は男女共同参画社会の形

成に影響を及ぼすと認められる施策についての苦情

の処理のために必要な措置及び性別による差別的取

扱いその他の男女共同参画社会の形成を阻害する要

因によって人権が侵害された場合における被害者の

救済を図るために必要な措置を講じなければならな

い。  

（調査研究） 
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第十八条 国は、社会における制度又は慣行が男女共

同参画社会の形成に及ぼす影響に関する調査研究そ

の他の男女共同参画社会の形成の促進に関する施策

の策定に必要な調査研究を推進するように努めるも

のとする。  

（国際的協調のための措置） 

第十九条 国は、男女共同参画社会の形成を国際的協

調の下に促進するため、外国政府又は国際機関との

情報の交換その他男女共同参画社会の形成に関する

国際的な相互協力の円滑な推進を図るために必要な

措置を講ずるように努めるものとする。  

（地方公共団体及び民間の団体に対する支援） 

第二十条 国は、地方公共団体が実施する男女共同参

画社会の形成の促進に関する施策及び民間の団体が

男女共同参画社会の形成の促進に関して行う活動を

支援するため、情報の提供その他の必要な措置を講

ずるように努めるものとする。  

第三章 男女共同参画会議  

（設置） 

第二十一条 内閣府に、男女共同参画会議（以下「会

議」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第二十二条 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。  

一 男女共同参画基本計画に関し、第十三条第三項

に規定する事項を処理すること。  

二 前号に掲げるもののほか、内閣総理大臣又は関

係各大臣の諮問に応じ、男女共同参画社会の形成

の促進に関する基本的な方針、基本的な政策及び

重要事項を調査審議すること。  

三 前二号に規定する事項に関し、調査審議し、必

要があると認めるときは、内閣総理大臣及び関係

各大臣に対し、意見を述べること。  

四 政府が実施する男女共同参画社会の形成の促

進に関する施策の実施状況を監視し、及び政府の

施策が男女共同参画社会の形成に及ぼす影響を

調査し、必要があると認めるときは、内閣総理大

臣及び関係各大臣に対し、意見を述べること。  

（組織） 

第二十三条 会議は、議長及び議員二十四人以内をも

って組織する。  

（議長） 

第二十四条 議長は、内閣官房長官をもって充てる。 

２ 議長は、会務を総理する。  

（議員） 

第二十五条 議員は、次に掲げる者をもって充てる。  

一 内閣官房長官以外の国務大臣のうちから、内閣

総理大臣が指定する者  

二 男女共同参画社会の形成に関し優れた識見を

有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する者  

２ 前項第二号の議員の数は、同項に規定する議員の

総数の十分の五未満であってはならない。  

３ 第一項第二号の議員のうち、男女のいずれか一方

の議員の数は、同号に規定する議員の総数の十分の

四未満であってはならない。  

４ 第一項第二号の議員は、非常勤とする。  

（議員の任期） 

第二十六条 前条第一項第二号の議員の任期は、二年

とする。ただし、補欠の議員の任期は、前任者の残

任期間とする。 

２ 前条第一項第二号の議員は、再任されることがで

きる。  

（資料提出の要求等） 

第二十七条 会議は、その所掌事務を遂行するために

必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対

し、監視又は調査に必要な資料その他の資料の提出、

意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることが

できる。 

２ 会議は、その所掌事務を遂行するために特に必要

があると認めるときは、前項に規定する者以外の者

に対しても、必要な協力を依頼することができる。  

（政令への委任） 

第二十八条 この章に定めるもののほか、会議の組織

及び議員その他の職員その他会議に関し必要な事項

は、政令で定める。  

附則（平成十一年六月二十三日法律第七十八号） 

抄  

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から施行する。  

（男女共同参画審議会設置法の廃止） 

第二条 男女共同参画審議会設置法（平成九年法律第

七号）は、廃止する。  

（経過措置） 

第三条 前条の規定による廃止前の男女共同参画審議

会設置法（以下「旧審議会設置法」という。）第一条

の規定により置かれた男女共同参画審議会は、第二

十一条第一項の規定により置かれた審議会となり、

同一性をもって存続するものとする。 

２ この法律の施行の際現に旧審議会設置法第四条第

一項の規定により任命された男女共同参画審議会の

委員である者は、この法律の施行の日に、第二十三

条第一項の規定により、審議会の委員として任命さ

れたものとみなす。この場合において、その任命さ

れたものとみなされる者の任期は、同条第二項の規

定にかかわらず、同日における旧審議会設置法第四

条第二項の規定により任命された男女共同参画審議

会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とす

る。 

３ この法律の施行の際現に旧審議会設置法第五条第
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一項の規定により定められた男女共同参画審議会の

会長である者又は同条第三項の規定により指名され

た委員である者は、それぞれ、この法律の施行の日

に、第二十四条第一項の規定により審議会の会長と

して定められ、又は同条第三項の規定により審議会

の会長の職務を代理する委員として指名されたもの

とみなす。 

附則（平成十一年七月十六日法律第百二号） 

抄  

（施行期日） 

第一条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律（平

成十一年法律第八十八号）の施行の日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定め

る日から施行する。（施行の日＝平成十三年一月六日）  

一 略  

二 附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、

第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定 公布

の日  

（委員等の任期に関する経過措置） 

第二十八条 この法律の施行の日の前日において次に

掲げる従前の審議会その他の機関の会長、委員その

他の職員である者（任期の定めのない者を除く。）の

任期は、当該会長、委員その他の職員の任期を定め

たそれぞれの法律の規定に関わらず、その日に満了

する。  

一から十まで 略  

十一 男女共同参画審議会  

（別に定める経過措置） 

第三十条 第二条から前条までに規定するもののほか、

この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に

法律で定める。  

附則（平成十一年十二月二十二日法律第百六十

号） 抄  

（施行期日） 

第一条 この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平

成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号

に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

  （以下略） 
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 ６ 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 
 

平成十三年四月十三日法律第三十一号 
 

目次 

前文 

第一章 総則（第一条・第二条） 

第一章の二 基本方針及び都道府県基本計画等

（第二条の二・第二条の三） 

第二章 配偶者暴力相談支援センター等（第三条

―第五条） 

第三章 被害者の保護（第六条―第九条の二） 

第四章 保護命令（第十条―第二十二条） 

第五章 雑則（第二十三条―第二十八条） 

第五章の二 補則（第二十八条の二） 

第六章 罰則（第二十九条・第三十条） 

附則 

 

我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の

下の平等がうたわれ、人権の擁護と男女平等の実現に

向けた取組が行われている。 

ところが、配偶者からの暴力は、犯罪となる行為を

も含む重大な人権侵害であるにもかかわらず、被害者

の救済が必ずしも十分に行われてこなかった。また、

配偶者からの暴力の被害者は、多くの場合女性であ

り、経済的自立が困難である女性に対して配偶者が暴

力を加えることは、個人の尊厳を害し、男女平等の実

現の妨げとなっている。 

このような状況を改善し、人権の擁護と男女平等の

実現を図るためには、配偶者からの暴力を防止し、被

害者を保護するための施策を講ずることが必要であ

る。このことは、女性に対する暴力を根絶しようと努

めている国際社会における取組にも沿うものである。 

ここに、配偶者からの暴力に係る通報、相談、保

護、自立支援等の体制を整備することにより、配偶者

からの暴力の防止及び被害者の保護を図るため、この

法律を制定する。 

第一章 総則 

（定義） 

第一条 この法律において「配偶者からの暴力」と

は、配偶者からの身体に対する暴力（身体に対する

不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすも

のをいう。以下同じ。）又はこれに準ずる心身に有

害な影響を及ぼす言動（以下この項及び第二十八条

の二において「身体に対する暴力等」と総称す

る。）をいい、配偶者からの身体に対する暴力等を

受けた後に、その者が離婚をし、又はその婚姻が取

り消された場合にあっては、当該配偶者であった者

から引き続き受ける身体に対する暴力等を含むもの

とする。 

２ この法律において「被害者」とは、配偶者からの

暴力を受けた者をいう。 

３ この法律にいう「配偶者」には、婚姻の届出をし

ていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を

含み、「離婚」には、婚姻の届出をしていないが事

実上婚姻関係と同様の事情にあった者が、事実上離

婚したと同様の事情に入ることを含むものとする。 

（国及び地方公共団体の責務） 

第二条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力を

防止するとともに、被害者の自立を支援することを

含め、その適切な保護を図る責務を有する。 

第一章の二 基本方針及び都道府県基本計画等 

（基本方針） 

第二条の二 内閣総理大臣、国家公安委員会、法務大

臣及び厚生労働大臣（以下この条及び次条第五項に

おいて「主務大臣」という。）は、配偶者からの暴

力の防止及び被害者の保護のための施策に関する基

本的な方針（以下この条並びに次条第一項及び第三

項において「基本方針」という。）を定めなければ

ならない。 

２ 基本方針においては、次に掲げる事項につき、次

条第一項の都道府県基本計画及び同条第三項の市町

村基本計画の指針となるべきものを定めるものとす

る。 

一 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に

関する基本的な事項 

二 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護の

ための施策の内容に関する事項 

三 その他配偶者からの暴力の防止及び被害者の

保護のための施策の実施に関する重要事項 

３ 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更し

ようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長

に協議しなければならない。 

４ 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更し

たときは、遅滞なく、これを公表しなければならな

い。 

（都道府県基本計画等） 

第二条の三 都道府県は、基本方針に即して、当該都

道府県における配偶者からの暴力の防止及び被害者

の保護のための施策の実施に関する基本的な計画

（以下この条において「都道府県基本計画」とい

う。）を定めなければならない。 

２ 都道府県基本計画においては、次に掲げる事項を
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定めるものとする。 

一 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に

関する基本的な方針 

二 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護の

ための施策の実施内容に関する事項 

三 その他配偶者からの暴力の防止及び被害者の

保護のための施策の実施に関する重要事項 

３ 市町村（特別区を含む。以下同じ。）は、基本方

針に即し、かつ、都道府県基本計画を勘案して、当

該市町村における配偶者からの暴力の防止及び被害

者の保護のための施策の実施に関する基本的な計画

（以下この条において「市町村基本計画」とい

う。）を定めるよう努めなければならない。 

４ 都道府県又は市町村は、都道府県基本計画又は市

町村基本計画を定め、又は変更したときは、遅滞な

く、これを公表しなければならない。 

５ 主務大臣は、都道府県又は市町村に対し、都道府

県基本計画又は市町村基本計画の作成のために必要

な助言その他の援助を行うよう努めなければならな

い。 

第二章 配偶者暴力相談支援センター等 

（配偶者暴力相談支援センター） 

第三条 都道府県は、当該都道府県が設置する婦人相

談所その他の適切な施設において、当該各施設が配

偶者暴力相談支援センターとしての機能を果たすよ

うにするものとする。 

２ 市町村は、当該市町村が設置する適切な施設にお

いて、当該各施設が配偶者暴力相談支援センターと

しての機能を果たすようにするよう努めるものとす

る。 

３ 配偶者暴力相談支援センターは、配偶者からの暴

力の防止及び被害者の保護のため、次に掲げる業務

を行うものとする。 

一 被害者に関する各般の問題について、相談に

応ずること又は婦人相談員若しくは相談を行う

機関を紹介すること。 

二 被害者の心身の健康を回復させるため、医学

的又は心理学的な指導その他の必要な指導を行

うこと。 

三 被害者（被害者がその家族を同伴する場合に

あっては、被害者及びその同伴する家族。次

号、第六号、第五条、第八条の三及び第九条に

おいて同じ。）の緊急時における安全の確保及び

一時保護を行うこと。 

四 被害者が自立して生活することを促進するた

め、就業の促進、住宅の確保、援護等に関する

制度の利用等について、情報の提供、助言、関

係機関との連絡調整その他の援助を行うこと。 

五 第四章に定める保護命令の制度の利用につい

て、情報の提供、助言、関係機関への連絡その

他の援助を行うこと。 

六 被害者を居住させ保護する施設の利用につい

て、情報の提供、助言、関係機関との連絡調整

その他の援助を行うこと。 

４ 前項第三号の一時保護は、婦人相談所が、自ら行

い、又は厚生労働大臣が定める基準を満たす者に委

託して行うものとする。 

５ 配偶者暴力相談支援センターは、その業務を行う

に当たっては、必要に応じ、配偶者からの暴力の防

止及び被害者の保護を図るための活動を行う民間の

団体との連携に努めるものとする。 

（婦人相談員による相談等） 

第四条 婦人相談員は、被害者の相談に応じ、必要な

指導を行うことができる。 

（婦人保護施設における保護） 

第五条 都道府県は、婦人保護施設において被害者の

保護を行うことができる。 

第三章 被害者の保護 

（配偶者からの暴力の発見者による通報等） 

第六条 配偶者からの暴力（配偶者又は配偶者であっ

た者からの身体に対する暴力に限る。以下この章に

おいて同じ。）を受けている者を発見した者は、そ

の旨を配偶者暴力相談支援センター又は警察官に通

報するよう努めなければならない。 

２ 医師その他の医療関係者は、その業務を行うに当

たり、配偶者からの暴力によって負傷し又は疾病に

かかったと認められる者を発見したときは、その旨

を配偶者暴力相談支援センター又は警察官に通報す

ることができる。この場合において、その者の意思

を尊重するよう努めるものとする。 

３ 刑法（明治四十年法律第四十五号）の秘密漏示罪

の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、前

二項の規定により通報することを妨げるものと解釈

してはならない。 

４ 医師その他の医療関係者は、その業務を行うに当

たり、配偶者からの暴力によって負傷し又は疾病に

かかったと認められる者を発見したときは、その者

に対し、配偶者暴力相談支援センター等の利用につ

いて、その有する情報を提供するよう努めなければ

ならない。 

（配偶者暴力相談支援センターによる保護について

の説明等） 

第七条 配偶者暴力相談支援センターは、被害者に関

する通報又は相談を受けた場合には、必要に応じ、

被害者に対し、第三条第三項の規定により配偶者暴

力相談支援センターが行う業務の内容について説明

及び助言を行うとともに、必要な保護を受けること

を勧奨するものとする。 
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（警察官による被害の防止） 

第八条 警察官は、通報等により配偶者からの暴力が

行われていると認めるときは、警察法（昭和二十九

年法律第百六十二号）、警察官職務執行法（昭和二

十三年法律第百三十六号）その他の法令の定めると

ころにより、暴力の制止、被害者の保護その他の配

偶者からの暴力による被害の発生を防止するために

必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

（警察本部長等の援助） 

第八条の二 警視総監若しくは道府県警察本部長（道

警察本部の所在地を包括する方面を除く方面につい

ては、方面本部長。第十五条第三項において同

じ。）又は警察署長は、配偶者からの暴力を受けて

いる者から、配偶者からの暴力による被害を自ら防

止するための援助を受けたい旨の申出があり、その

申出を相当と認めるときは、当該配偶者からの暴力

を受けている者に対し、国家公安委員会規則で定め

るところにより、当該被害を自ら防止するための措

置の教示その他配偶者からの暴力による被害の発生

を防止するために必要な援助を行うものとする。 

（福祉事務所による自立支援） 

第八条の三 社会福祉法（昭和二十六年法律第四十五

号）に定める福祉に関する事務所（次条において

「福祉事務所」という。）は、生活保護法（昭和二

十五年法律第百四十四号）、児童福祉法（昭和二十

二年法律第百六十四号）、母子及び父子並びに寡婦

福祉法（昭和三十九年法律第百二十九号）その他の

法令の定めるところにより、被害者の自立を支援す

るために必要な措置を講ずるよう努めなければなら

ない。 

（被害者の保護のための関係機関の連携協力） 

第九条 配偶者暴力相談支援センター、都道府県警

察、福祉事務所、児童相談所その他の都道府県又は

市町村の関係機関その他の関係機関は、被害者の保

護を行うに当たっては、その適切な保護が行われる

よう、相互に連携を図りながら協力するよう努める

ものとする。 

（苦情の適切かつ迅速な処理） 

第九条の二 前条の関係機関は、被害者の保護に係る

職員の職務の執行に関して被害者から苦情の申出を

受けたときは、適切かつ迅速にこれを処理するよう

努めるものとする。 

第四章 保護命令 

（保護命令） 

第十条 被害者（配偶者からの身体に対する暴力又は

生命等に対する脅迫（被害者の生命又は身体に対し

害を加える旨を告知してする脅迫をいう。以下この

章において同じ。）を受けた者に限る。以下この章

において同じ。）が、配偶者からの身体に対する暴

力を受けた者である場合にあっては配偶者からの更

なる身体に対する暴力（配偶者からの身体に対する

暴力を受けた後に、被害者が離婚をし、又はその婚

姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者であ

った者から引き続き受ける身体に対する暴力。第十

二条第一項第二号において同じ。）により、配偶者

からの生命等に対する脅迫を受けた者である場合に

あっては配偶者から受ける身体に対する暴力（配偶

者からの生命等に対する脅迫を受けた後に、被害者

が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあ

っては、当該配偶者であった者から引き続き受ける

身体に対する暴力。同号において同じ。）により、

その生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大

きいときは、裁判所は、被害者の申立てにより、そ

の生命又は身体に危害が加えられることを防止する

ため、当該配偶者（配偶者からの身体に対する暴力

又は生命等に対する脅迫を受けた後に、被害者が離

婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあって

は、当該配偶者であった者。以下この条、同項第三

号及び第四号並びに第十八条第一項において同

じ。）に対し、次の各号に掲げる事項を命ずるもの

とする。ただし、第二号に掲げる事項については、

申立ての時において被害者及び当該配偶者が生活の

本拠を共にする場合に限る。 

一 命令の効力が生じた日から起算して六月間、

被害者の住居（当該配偶者と共に生活の本拠と

している住居を除く。以下この号において同

じ。）その他の場所において被害者の身辺につき

まとい、又は被害者の住居、勤務先その他その

通常所在する場所の付近をはいかいしてはなら

ないこと。 

二 命令の効力が生じた日から起算して二月間、

被害者と共に生活の本拠としている住居から退

去すること及び当該住居の付近をはいかいして

はならないこと。 

２ 前項本文に規定する場合において、同項第一号の

規定による命令を発する裁判所又は発した裁判所

は、被害者の申立てにより、その生命又は身体に危

害が加えられることを防止するため、当該配偶者に

対し、命令の効力が生じた日以後、同号の規定によ

る命令の効力が生じた日から起算して六月を経過す

る日までの間、被害者に対して次の各号に掲げるい

ずれの行為もしてはならないことを命ずるものとす

る。 

一 面会を要求すること。 

二 その行動を監視していると思わせるような事

項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。 

三 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。 

四 電話をかけて何も告げず、又は緊急やむを得

ない場合を除き、連続して、電話をかけ、ファ
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クシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メ

ールを送信すること。 

五 緊急やむを得ない場合を除き、午後十時から

午前六時までの間に、電話をかけ、ファクシミ

リ装置を用いて送信し、又は電子メールを送信

すること。 

六 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌

悪の情を催させるような物を送付し、又はその

知り得る状態に置くこと。 

七 その名誉を害する事項を告げ、又はその知り

得る状態に置くこと。 

八 その性的羞しゆう恥心を害する事項を告げ、

若しくはその知り得る状態に置き、又はその性

的羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付

し、若しくはその知り得る状態に置くこと。 

３ 第一項本文に規定する場合において、被害者がそ

の成年に達しない子（以下この項及び次項並びに第

十二条第一項第三号において単に「子」という。）

と同居しているときであって、配偶者が幼年の子を

連れ戻すと疑うに足りる言動を行っていることその

他の事情があることから被害者がその同居している

子に関して配偶者と面会することを余儀なくされる

ことを防止するため必要があると認めるときは、第

一項第一号の規定による命令を発する裁判所又は発

した裁判所は、被害者の申立てにより、その生命又

は身体に危害が加えられることを防止するため、当

該配偶者に対し、命令の効力が生じた日以後、同号

の規定による命令の効力が生じた日から起算して六

月を経過する日までの間、当該子の住居（当該配偶

者と共に生活の本拠としている住居を除く。以下こ

の項において同じ。）、就学する学校その他の場所に

おいて当該子の身辺につきまとい、又は当該子の住

居、就学する学校その他その通常所在する場所の付

近をはいかいしてはならないことを命ずるものとす

る。ただし、当該子が十五歳以上であるときは、そ

の同意がある場合に限る。 

４ 第一項本文に規定する場合において、配偶者が被

害者の親族その他被害者と社会生活において密接な

関係を有する者（被害者と同居している子及び配偶

者と同居している者を除く。以下この項及び次項並

びに第十二条第一項第四号において「親族等」とい

う。）の住居に押し掛けて著しく粗野又は乱暴な言

動を行っていることその他の事情があることから被

害者がその親族等に関して配偶者と面会することを

余儀なくされることを防止するため必要があると認

めるときは、第一項第一号の規定による命令を発す

る裁判所又は発した裁判所は、被害者の申立てによ

り、その生命又は身体に危害が加えられることを防

止するため、当該配偶者に対し、命令の効力が生じ

た日以後、同号の規定による命令の効力が生じた日

から起算して六月を経過する日までの間、当該親族

等の住居（当該配偶者と共に生活の本拠としている

住居を除く。以下この項において同じ。）その他の

場所において当該親族等の身辺につきまとい、又は

当該親族等の住居、勤務先その他その通常所在する

場所の付近をはいかいしてはならないことを命ずる

ものとする。 

５ 前項の申立ては、当該親族等（被害者の十五歳未

満の子を除く。以下この項において同じ。）の同意

（当該親族等が十五歳未満の者又は成年被後見人で

ある場合にあっては、その法定代理人の同意）があ

る場合に限り、することができる。 

（管轄裁判所） 

第十一条 前条第一項の規定による命令の申立てに係

る事件は、相手方の住所（日本国内に住所がないと

き又は住所が知れないときは居所）の所在地を管轄

する地方裁判所の管轄に属する。 

２ 前条第一項の規定による命令の申立ては、次の各

号に掲げる地を管轄する地方裁判所にもすることが

できる。 

一 申立人の住所又は居所の所在地 

二 当該申立てに係る配偶者からの身体に対する

暴力又は生命等に対する脅迫が行われた地 

（保護命令の申立て） 

第十二条 第十条第一項から第四項までの規定による

命令（以下「保護命令」という。）の申立ては、次

に掲げる事項を記載した書面でしなければならな

い。 

一 配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に

対する脅迫を受けた状況 

二 配偶者からの更なる身体に対する暴力又は配

偶者からの生命等に対する脅迫を受けた後の配

偶者から受ける身体に対する暴力により、生命

又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きい

と認めるに足りる申立ての時における事情 

三 第十条第三項の規定による命令の申立てをす

る場合にあっては、被害者が当該同居している

子に関して配偶者と面会することを余儀なくさ

れることを防止するため当該命令を発する必要

があると認めるに足りる申立ての時における事

情 

四 第十条第四項の規定による命令の申立てをす

る場合にあっては、被害者が当該親族等に関し

て配偶者と面会することを余儀なくされること

を防止するため当該命令を発する必要があると

認めるに足りる申立ての時における事情 

五 配偶者暴力相談支援センターの職員又は警察

職員に対し、前各号に掲げる事項について相談

し、又は援助若しくは保護を求めた事実の有無

及びその事実があるときは、次に掲げる事項 
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イ 当該配偶者暴力相談支援センター又は当該警察

職員の所属官署の名称 

ロ 相談し、又は援助若しくは保護を求めた日時及

び場所 

ハ 相談又は求めた援助若しくは保護の内容 

ニ 相談又は申立人の求めに対して執られた措置の

内容 

２ 前項の書面（以下「申立書」という。）に同項第

五号イからニまでに掲げる事項の記載がない場合に

は、申立書には、同項第一号から第四号までに掲げ

る事項についての申立人の供述を記載した書面で公

証人法（明治四十一年法律第五十三号）第五十八条

ノ二第一項の認証を受けたものを添付しなければな

らない。 

（迅速な裁判） 

第十三条 裁判所は、保護命令の申立てに係る事件に

ついては、速やかに裁判をするものとする。 

（保護命令事件の審理の方法） 

第十四条 保護命令は、口頭弁論又は相手方が立ち会

うことができる審尋の期日を経なければ、これを発

することができない。ただし、その期日を経ること

により保護命令の申立ての目的を達することができ

ない事情があるときは、この限りでない。 

２ 申立書に第十二条第一項第五号イからニまでに掲

げる事項の記載がある場合には、裁判所は、当該配

偶者暴力相談支援センター又は当該所属官署の長に

対し、申立人が相談し又は援助若しくは保護を求め

た際の状況及びこれに対して執られた措置の内容を

記載した書面の提出を求めるものとする。この場合

において、当該配偶者暴力相談支援センター又は当

該所属官署の長は、これに速やかに応ずるものとす

る。 

３ 裁判所は、必要があると認める場合には、前項の

配偶者暴力相談支援センター若しくは所属官署の長

又は申立人から相談を受け、若しくは援助若しくは

保護を求められた職員に対し、同項の規定により書

面の提出を求めた事項に関して更に説明を求めるこ

とができる。 

（保護命令の申立てについての決定等） 

第十五条 保護命令の申立てについての決定には、理

由を付さなければならない。ただし、口頭弁論を経

ないで決定をする場合には、理由の要旨を示せば足

りる。 

２ 保護命令は、相手方に対する決定書の送達又は相

手方が出頭した口頭弁論若しくは審尋の期日におけ

る言渡しによって、その効力を生ずる。 

３ 保護命令を発したときは、裁判所書記官は、速や

かにその旨及びその内容を申立人の住所又は居所を

管轄する警視総監又は道府県警察本部長に通知する

ものとする。 

４ 保護命令を発した場合において、申立人が配偶者

暴力相談支援センターの職員に対し相談し、又は援

助若しくは保護を求めた事実があり、かつ、申立書

に当該事実に係る第十二条第一項第五号イからニま

でに掲げる事項の記載があるときは、裁判所書記官

は、速やかに、保護命令を発した旨及びその内容

を、当該申立書に名称が記載された配偶者暴力相談

支援センター（当該申立書に名称が記載された配偶

者暴力相談支援センターが二以上ある場合にあって

は、申立人がその職員に対し相談し、又は援助若し

くは保護を求めた日時が最も遅い配偶者暴力相談支

援センター）の長に通知するものとする。 

５ 保護命令は、執行力を有しない。 

（即時抗告） 

第十六条 保護命令の申立てについての裁判に対して

は、即時抗告をすることができる。 

２ 前項の即時抗告は、保護命令の効力に影響を及ぼ

さない。 

３ 即時抗告があった場合において、保護命令の取消

しの原因となることが明らかな事情があることにつ

き疎明があったときに限り、抗告裁判所は、申立て

により、即時抗告についての裁判が効力を生ずるま

での間、保護命令の効力の停止を命ずることができ

る。事件の記録が原裁判所に存する間は、原裁判所

も、この処分を命ずることができる。 

４ 前項の規定により第十条第一項第一号の規定によ

る命令の効力の停止を命ずる場合において、同条第

二項から第四項までの規定による命令が発せられて

いるときは、裁判所は、当該命令の効力の停止をも

命じなければならない。 

５ 前二項の規定による裁判に対しては、不服を申し

立てることができない。 

６ 抗告裁判所が第十条第一項第一号の規定による命

令を取り消す場合において、同条第二項から第四項

までの規定による命令が発せられているときは、抗

告裁判所は、当該命令をも取り消さなければならな

い。 

７ 前条第四項の規定による通知がされている保護命

令について、第三項若しくは第四項の規定によりそ

の効力の停止を命じたとき又は抗告裁判所がこれを

取り消したときは、裁判所書記官は、速やかに、そ

の旨及びその内容を当該通知をした配偶者暴力相談

支援センターの長に通知するものとする。 

８ 前条第三項の規定は、第三項及び第四項の場合並

びに抗告裁判所が保護命令を取り消した場合につい

て準用する。 

（保護命令の取消し） 

第十七条 保護命令を発した裁判所は、当該保護命令

の申立てをした者の申立てがあった場合には、当該

保護命令を取り消さなければならない。第十条第一
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項第一号又は第二項から第四項までの規定による命

令にあっては同号の規定による命令が効力を生じた

日から起算して三月を経過した後において、同条第

一項第二号の規定による命令にあっては当該命令が

効力を生じた日から起算して二週間を経過した後に

おいて、これらの命令を受けた者が申し立て、当該

裁判所がこれらの命令の申立てをした者に異議がな

いことを確認したときも、同様とする。 

２ 前条第六項の規定は、第十条第一項第一号の規定

による命令を発した裁判所が前項の規定により当該

命令を取り消す場合について準用する。 

３ 第十五条第三項及び前条第七項の規定は、前二項

の場合について準用する。 

（第十条第一項第二号の規定による命令の再度の申

立て） 

第十八条 第十条第一項第二号の規定による命令が発

せられた後に当該発せられた命令の申立ての理由と

なった身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫と

同一の事実を理由とする同号の規定による命令の再

度の申立てがあったときは、裁判所は、配偶者と共

に生活の本拠としている住居から転居しようとする

被害者がその責めに帰することのできない事由によ

り当該発せられた命令の効力が生ずる日から起算し

て二月を経過する日までに当該住居からの転居を完

了することができないことその他の同号の規定によ

る命令を再度発する必要があると認めるべき事情が

あるときに限り、当該命令を発するものとする。た

だし、当該命令を発することにより当該配偶者の生

活に特に著しい支障を生ずると認めるときは、当該

命令を発しないことができる。 

２ 前項の申立てをする場合における第十二条の規定

の適用については、同条第一項各号列記以外の部分

中「次に掲げる事項」とあるのは「第一号、第二号

及び第五号に掲げる事項並びに第十八条第一項本文

の事情」と、同項第五号中「前各号に掲げる事項」

とあるのは「第一号及び第二号に掲げる事項並びに

第十八条第一項本文の事情」と、同条第二項中「同

項第一号から第四号までに掲げる事項」とあるのは

「同項第一号及び第二号に掲げる事項並びに第十八

条第一項本文の事情」とする。 

（事件の記録の閲覧等） 

第十九条 保護命令に関する手続について、当事者

は、裁判所書記官に対し、事件の記録の閲覧若しく

は謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は事

件に関する事項の証明書の交付を請求することがで

きる。ただし、相手方にあっては、保護命令の申立

てに関し口頭弁論若しくは相手方を呼び出す審尋の

期日の指定があり、又は相手方に対する保護命令の

送達があるまでの間は、この限りでない。 

（法務事務官による宣誓認証） 

第二十条 法務局若しくは地方法務局又はその支局の

管轄区域内に公証人がいない場合又は公証人がその

職務を行うことができない場合には、法務大臣は、

当該法務局若しくは地方法務局又はその支局に勤務

する法務事務官に第十二条第二項（第十八条第二項

の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の

認証を行わせることができる。 

（民事訴訟法の準用） 

第二十一条 この法律に特別の定めがある場合を除

き、保護命令に関する手続に関しては、その性質に

反しない限り、民事訴訟法（平成八年法律第百九

号）の規定を準用する。 

（最高裁判所規則） 

第二十二条 この法律に定めるもののほか、保護命令

に関する手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則

で定める。 

第五章 雑則 

（職務関係者による配慮等） 

第二十三条 配偶者からの暴力に係る被害者の保護、

捜査、裁判等に職務上関係のある者（次項において

「職務関係者」という。）は、その職務を行うに当

たり、被害者の心身の状況、その置かれている環境

等を踏まえ、被害者の国籍、障害の有無等を問わず

その人権を尊重するとともに、その安全の確保及び

秘密の保持に十分な配慮をしなければならない。 

２ 国及び地方公共団体は、職務関係者に対し、被害

者の人権、配偶者からの暴力の特性等に関する理解

を深めるために必要な研修及び啓発を行うものとす

る。 

（教育及び啓発） 

第二十四条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴

力の防止に関する国民の理解を深めるための教育及

び啓発に努めるものとする。 

（調査研究の推進等） 

第二十五条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴

力の防止及び被害者の保護に資するため、加害者の

更生のための指導の方法、被害者の心身の健康を回

復させるための方法等に関する調査研究の推進並び

に被害者の保護に係る人材の養成及び資質の向上に

努めるものとする。 

（民間の団体に対する援助） 

第二十六条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴

力の防止及び被害者の保護を図るための活動を行う

民間の団体に対し、必要な援助を行うよう努めるも

のとする。 

（都道府県及び市の支弁） 

第二十七条 都道府県は、次の各号に掲げる費用を支

弁しなければならない。 

一 第三条第三項の規定に基づき同項に掲げる業
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務を行う婦人相談所の運営に要する費用（次号

に掲げる費用を除く。） 

二 第三条第三項第三号の規定に基づき婦人相談

所が行う一時保護（同条第四項に規定する厚生

労働大臣が定める基準を満たす者に委託して行

う場合を含む。）に要する費用 

三 第四条の規定に基づき都道府県知事の委嘱す

る婦人相談員が行う業務に要する費用 

四 第五条の規定に基づき都道府県が行う保護

（市町村、社会福祉法人その他適当と認める者

に委託して行う場合を含む。）及びこれに伴い必

要な事務に要する費用 

２ 市は、第四条の規定に基づきその長の委嘱する婦

人相談員が行う業務に要する費用を支弁しなければ

ならない。 

（国の負担及び補助） 

第二十八条 国は、政令の定めるところにより、都道

府県が前条第一項の規定により支弁した費用のう

ち、同項第一号及び第二号に掲げるものについて

は、その十分の五を負担するものとする。 

２ 国は、予算の範囲内において、次の各号に掲げる

費用の十分の五以内を補助することができる。 

一 都道府県が前条第一項の規定により支弁した

費用のうち、同項第三号及び第四号に掲げるも

の 

二 市が前条第二項の規定により支弁した費用 

第五章の二 補則 

（この法律の準用） 

第二十八条の二 第二条及び第一章の二から前章まで

の規定は、生活の本拠を共にする交際（婚姻関係に

おける共同生活に類する共同生活を営んでいないも

のを除く。）をする関係にある相手からの暴力（当

該関係にある相手からの身体に対する暴力等をい

い、当該関係にある相手からの身体に対する暴力等

を受けた後に、その者が当該関係を解消した場合に

あっては、当該関係にあった者から引き続き受ける

身体に対する暴力等を含む。）及び当該暴力を受け

た者について準用する。この場合において、これら

の規定中「配偶者からの暴力」とあるのは「第二十

八条の二に規定する関係にある相手からの暴力」と

読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表

の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げ

る字句に読み替えるものとする。 

第二条 

被害者 

被害者（第二十八条の二に規定する関係にある相手

からの暴力を受けた者をいう。以下同じ。） 

第六条第一項 

配偶者又は配偶者であった者 

同条に規定する関係にある相手又は同条に規定する

関係にある相手であった者 

第十条第一項から第四項まで、第十一条第二項第二

号、第十二条第一項第一号から第四号まで及び第十八

条第一項 

配偶者 

第二十八条の二に規定する関係にある相手 

第十条第一項 

離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合 

第二十八条の二に規定する関係を解消した場合 

第六章 罰則 

第二十九条 保護命令（前条において読み替えて準

用する第十条第一項から第四項までの規定によるもの

を含む。次条において同じ。）に違反した者は、一年

以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 

第三十条 第十二条第一項（第十八条第二項の規定

により読み替えて適用する場合を含む。）又は第二十

八条の二において読み替えて準用する第十二条第一項

（第二十八条の二において準用する第十八条第二項の

規定により読み替えて適用する場合を含む。）の規定

により記載すべき事項について虚偽の記載のある申立

書により保護命令の申立てをした者は、十万円以下の

過料に処する。 

附 則 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を経

過した日から施行する。ただし、第二章、第六条

（配偶者暴力相談支援センターに係る部分に限

る。）、第七条、第九条（配偶者暴力相談支援センタ

ーに係る部分に限る。）、第二十七条及び第二十八条

の規定は、平成十四年四月一日から施行する。 

（経過措置） 

第二条 平成十四年三月三十一日までに婦人相談所に

対し被害者が配偶者からの身体に対する暴力に関し

て相談し、又は援助若しくは保護を求めた場合にお

ける当該被害者からの保護命令の申立てに係る事件

に関する第十二条第一項第四号並びに第十四条第二

項及び第三項の規定の適用については、これらの規

定中「配偶者暴力相談支援センター」とあるのは、

「婦人相談所」とする。 

（検討） 

第三条 この法律の規定については、この法律の施行

後三年を目途として、この法律の施行状況等を勘案

し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措

置が講ぜられるものとする。 

附 則 （平成一六年六月二日法律第六四

号） 

（施行期日） 
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第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を経

過した日から施行する。 

（経過措置） 

第二条 この法律の施行前にしたこの法律による改正

前の配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関

する法律（次項において「旧法」という。）第十条

の規定による命令の申立てに係る同条の規定による

命令に関する事件については、なお従前の例によ

る。 

２ 旧法第十条第二号の規定による命令が発せられた

後に当該命令の申立ての理由となった身体に対する

不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすも

のと同一の事実を理由とするこの法律による改正後

の配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関す

る法律（以下「新法」という。）第十条第一項第二

号の規定による命令の申立て（この法律の施行後最

初にされるものに限る。）があった場合における新

法第十八条第一項の規定の適用については、同項中

「二月」とあるのは、「二週間」とする。 

（検討） 

第三条 新法の規定については、この法律の施行後三

年を目途として、新法の施行状況等を勘案し、検討

が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜ

られるものとする。 

附 則 （平成一九年七月一一日法律第一一

三号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を経

過した日から施行する。 

（経過措置） 

第二条 この法律の施行前にしたこの法律による改正

前の配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関

する法律第十条の規定による命令の申立てに係る同

条の規定による命令に関する事件については、なお

従前の例による。 

附 則 （平成二五年七月三日法律第七二

号） 抄 

（施行期日） 

１ この法律は、公布の日から起算して六月を経過し

た日から施行する。 

附 則 （平成二六年四月二三日法律第二八

号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成二十七年四月一日から施行

する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号

に定める日から施行する。 

一 略 

二 第二条並びに附則第三条、第七条から第十条ま

で、第十二条及び第十五条から第十八条までの規定 

平成二十六年十月一日 

附 則 （令和元年六月二六日法律第四六

号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、令和二年四月一日から施行す

る。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に

定める日から施行する。 

一 附則第四条、第七条第一項及び第八条の規定 

公布の日 

（その他の経過措置の政令への委任） 

第四条 前二条に規定するもののほか、この法律の施

行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 

（検討等） 

第八条 政府は、附則第一条第一号に掲げる規定の施

行後三年を目途に、配偶者からの暴力の防止及び被

害者の保護等に関する法律第六条第一項及び第二項

の通報の対象となる同条第一項に規定する配偶者か

らの暴力の形態並びに同法第十条第一項から第四項

までの規定による命令の申立てをすることができる

同条第一項に規定する被害者の範囲の拡大について

検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ず

るものとする。 

２ 政府は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行後

三年を目途に、配偶者からの暴力の防止及び被害者

の保護等に関する法律第一条第一項に規定する配偶

者からの暴力に係る加害者の地域社会における更生

のための指導及び支援の在り方について検討を加

え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものと

する。 

附 則 （令和四年五月二五日法律第五二

号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、令和六年四月一日から施行す

る。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に

定める日から施行する。 

一 次条並びに附則第三条、第五条及び第三十八

条の規定 公布の日 

（政令への委任） 

第三十八条 この附則に定めるもののほか、この法律

の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

附 則 （令和四年六月一七日法律第六八

号） 抄 

（施行期日） 

１ この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行す

る。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に

定める日から施行する。 

一 第五百九条の規定 公布の日 
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附 則 （令和五年五月一九日法律第三〇

号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、令和六年四月一日から施行す

る。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に

定める日から施行する。 

一 附則第七条の規定 公布の日 

二 第二十一条の改正規定 民事訴訟法等の一部

を改正する法律（令和四年法律第四十八号。附

則第三条において「民事訴訟法等改正法」とい

う。）附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日 

（政令への委任） 

第七条 この附則に定めるもののほか、この法律の施

行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を

含む。）は、政令で定める。 

附 則 （令和五年六月一四日法律第五三

号） 抄 

この法律は、公布の日から起算して五年を超えない

範囲内において政令で定める日から施行する。ただ

し、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日か

ら施行する。 

一 第三十二章の規定及び第三百八十八条の規定 

公布の日 

二 第一条中民事執行法第二十二条第五号の改正

規定、同法第二十五条の改正規定、同法第二十

六条の改正規定、同法第二十九条の改正規定

（「の謄本」の下に「又は電磁的記録に記録され

ている事項の全部を記録した電磁的記録」を加

える部分を除く。）、同法第九十一条第一項第三

号の改正規定、同法第百四十一条第一項第三号

の改正規定、同法第百八十一条第一項の改正規

定、同条第四項の改正規定、同法第百八十三条

の改正規定、同法第百八十九条の改正規定及び

同法第百九十三条第一項の改正規定、第十二

条、第三十三条、第三十四条、第三十六条及び

第三十七条の規定、第四十二条中組織的な犯罪

の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第三

十九条第二項の改正規定、第四十五条の規定

（民法第九十八条第二項及び第百五十一条第四

項の改正規定を除く。）、第四十七条中鉄道抵当

法第四十一条の改正規定及び同法第四十三条第

三項の改正規定、第四十八条及び第四章の規

定、第八十八条中民事訴訟費用等に関する法律

第二条の改正規定、第九十一条の規定、第百八

十五条中配偶者からの暴力の防止及び被害者の

保護等に関する法律第十二条第三項の改正規

定、第百九十八条の規定並びに第三百八十七条

の規定 公布の日から起算して二年六月を超え

ない範囲内において政令で定める日 
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 ７ 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 
 

平成二十七年法律第六十四号 
 

目次 

第一章 総則（第一条―第四条） 

第二章 基本方針等（第五条・第六条） 

第三章 事業主行動計画等 

第一節 事業主行動計画策定指針（第七条） 

第二節 一般事業主行動計画等（第八条―第十八条） 

第三節 特定事業主行動計画（第十九条） 

第四節 女性の職業選択に資する情報の公表（第二

十条・第二十一条） 

第四章 女性の職業生活における活躍を推進するた

めの支援措置（第二十二条―第二十九条） 

第五章 雑則（第三十条―第三十三条） 

第六章 罰則（第三十四条―第三十九条） 

附則 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、近年、自らの意思によって職業

生活を営み、又は営もうとする女性がその個性と能

力を十分に発揮して職業生活において活躍すること

（以下「女性の職業生活における活躍」という。）が

一層重要となっていることに鑑み、男女共同参画社

会基本法（平成十一年法律第七十八号）の基本理念

にのっとり、女性の職業生活における活躍の推進に

ついて、その基本原則を定め、並びに国、地方公共

団体及び事業主の責務を明らかにするとともに、基

本方針及び事業主の行動計画の策定、女性の職業生

活における活躍を推進するための支援措置等につい

て定めることにより、女性の職業生活における活躍

を迅速かつ重点的に推進し、もって男女の人権が尊

重され、かつ、急速な少子高齢化の進展、国民の需

要の多様化その他の社会経済情勢の変化に対応でき

る豊かで活力ある社会を実現することを目的とする。 

（基本原則） 

第二条 女性の職業生活における活躍の推進は、職業

生活における活躍に係る男女間の格差の実情を踏ま

え、自らの意思によって職業生活を営み、又は営も

うとする女性に対する採用、教育訓練、昇進、職種

及び雇用形態の変更その他の職業生活に関する機会

の積極的な提供及びその活用を通じ、かつ、性別に

よる固定的な役割分担等を反映した職場における慣

行が女性の職業生活における活躍に対して及ぼす影

響に配慮して、その個性と能力が十分に発揮できる

ようにすることを旨として、行われなければならな

い。 

２ 女性の職業生活における活躍の推進は、職業生活

を営む女性が結婚、妊娠、出産、育児、介護その他

の家庭生活に関する事由によりやむを得ず退職する

ことが多いことその他の家庭生活に関する事由が職

業生活に与える影響を踏まえ、家族を構成する男女

が、男女の別を問わず、相互の協力と社会の支援の

下に、育児、介護その他の家庭生活における活動に

ついて家族の一員としての役割を円滑に果たしつつ

職業生活における活動を行うために必要な環境の整

備等により、男女の職業生活と家庭生活との円滑か

つ継続的な両立が可能となることを旨として、行わ

れなければならない。 

３ 女性の職業生活における活躍の推進に当たっては、

女性の職業生活と家庭生活との両立に関し、本人の

意思が尊重されるべきものであることに留意されな

ければならない。 

（国及び地方公共団体の責務） 

第三条 国及び地方公共団体は、前条に定める女性の

職業生活における活躍の推進についての基本原則

（次条及び第五条第一項において「基本原則」とい

う。）にのっとり、女性の職業生活における活躍の推

進に関して必要な施策を策定し、及びこれを実施し

なければならない。 

（事業主の責務） 

第四条 事業主は、基本原則にのっとり、その雇用し、

又は雇用しようとする女性労働者に対する職業生活

に関する機会の積極的な提供、雇用する労働者の職

業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備

その他の女性の職業生活における活躍の推進に関す

る取組を自ら実施するよう努めるとともに、国又は

地方公共団体が実施する女性の職業生活における活

躍の推進に関する施策に協力しなければならない。 

第二章 基本方針等 

（基本方針） 

第五条 政府は、基本原則にのっとり、女性の職業生

活における活躍の推進に関する施策を総合的かつ一

体的に実施するため、女性の職業生活における活躍

の推進に関する基本方針（以下「基本方針」という。）

を定めなければならない。 

２ 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるも

のとする。 

一 女性の職業生活における活躍の推進に関する

基本的な方向 

二 事業主が実施すべき女性の職業生活における
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活躍の推進に関する取組に関する基本的な事項 

三 女性の職業生活における活躍の推進に関する

施策に関する次に掲げる事項 

イ 女性の職業生活における活躍を推進するた

めの支援措置に関する事項 

ロ 職業生活と家庭生活との両立を図るために

必要な環境の整備に関する事項 

ハ その他女性の職業生活における活躍の推進

に関する施策に関する重要事項 

四 前三号に掲げるもののほか、女性の職業生活に

おける活躍を推進するために必要な事項 

３ 内閣総理大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の

決定を求めなければならない。 

４ 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定が

あったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなけれ

ばならない。 

５ 前二項の規定は、基本方針の変更について準用す

る。 

（都道府県推進計画等） 

第六条 都道府県は、基本方針を勘案して、当該都道

府県の区域内における女性の職業生活における活躍

の推進に関する施策についての計画（以下この条に

おいて「都道府県推進計画」という。）を定めるよう

努めるものとする。 

２ 市町村は、基本方針（都道府県推進計画が定めら

れているときは、基本方針及び都道府県推進計画）

を勘案して、当該市町村の区域内における女性の職

業生活における活躍の推進に関する施策についての

計画（次項において「市町村推進計画」という。）を

定めるよう努めるものとする。 

３ 都道府県又は市町村は、都道府県推進計画又は市

町村推進計画を定め、又は変更したときは、遅滞な

く、これを公表しなければならない。 

第三章 事業主行動計画等 

第一節 事業主行動計画策定指針 

第七条 内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務大臣は、

事業主が女性の職業生活における活躍の推進に関す

る取組を総合的かつ効果的に実施することができる

よう、基本方針に即して、次条第一項に規定する一

般事業主行動計画及び第十九条第一項に規定する特

定事業主行動計画（次項において「事業主行動計画」

と総称する。）の策定に関する指針（以下「事業主行

動計画策定指針」という。）を定めなければならない。 

２ 事業主行動計画策定指針においては、次に掲げる

事項につき、事業主行動計画の指針となるべきもの

を定めるものとする。 

一 事業主行動計画の策定に関する基本的な事項 

二 女性の職業生活における活躍の推進に関する

取組の内容に関する事項 

三 その他女性の職業生活における活躍の推進に

関する取組に関する重要事項 

３ 内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務大臣は、事

業主行動計画策定指針を定め、又は変更したときは、

遅滞なく、これを公表しなければならない。 

第二節 一般事業主行動計画等 

（一般事業主行動計画の策定等） 

第八条 国及び地方公共団体以外の事業主（以下「一

般事業主」という。）であって、常時雇用する労働者

の数が百人を超えるものは、事業主行動計画策定指

針に即して、一般事業主行動計画（一般事業主が実

施する女性の職業生活における活躍の推進に関する

取組に関する計画をいう。以下同じ。）を定め、厚生

労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届

け出なければならない。これを変更したときも、同

様とする。 

２ 一般事業主行動計画においては、次に掲げる事項

を定めるものとする。 

一 計画期間 

二 女性の職業生活における活躍の推進に関する

取組の実施により達成しようとする目標 

三 実施しようとする女性の職業生活における活

躍の推進に関する取組の内容及びその実施時期 

３ 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動

計画を定め、又は変更しようとするときは、厚生労

働省令で定めるところにより、採用した労働者に占

める女性労働者の割合、男女の継続勤務年数の差異、

労働時間の状況、管理的地位にある労働者に占める

女性労働者の割合その他のその事業における女性の

職業生活における活躍に関する状況を把握し、女性

の職業生活における活躍を推進するために改善すべ

き事情について分析した上で、その結果を勘案して、

これを定めなければならない。この場合において、

前項第二号の目標については、採用する労働者に占

める女性労働者の割合、男女の継続勤務年数の差異

の縮小の割合、労働時間、管理的地位にある労働者

に占める女性労働者の割合その他の数値を用いて定

量的に定めなければならない。 

４ 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動

計画を定め、又は変更したときは、厚生労働省令で

定めるところにより、これを労働者に周知させるた

めの措置を講じなければならない。 

５ 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動

計画を定め、又は変更したときは、厚生労働省令で

定めるところにより、これを公表しなければならな

い。 

６ 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動

計画に基づく取組を実施するとともに、一般事業主
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行動計画に定められた目標を達成するよう努めなけ

ればならない。 

７ 一般事業主であって、常時雇用する労働者の数が

百人以下のものは、事業主行動計画策定指針に即し

て、一般事業主行動計画を定め、厚生労働省令で定

めるところにより、厚生労働大臣に届け出るよう努

めなければならない。これを変更したときも、同様

とする。 

８ 第三項の規定は前項に規定する一般事業主が一般

事業主行動計画を定め、又は変更しようとする場合

について、第四項から第六項までの規定は前項に規

定する一般事業主が一般事業主行動計画を定め、又

は変更した場合について、それぞれ準用する。 

（基準に適合する一般事業主の認定） 

第九条 厚生労働大臣は、前条第一項又は第七項の規

定による届出をした一般事業主からの申請に基づき、

厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主に

ついて、女性の職業生活における活躍の推進に関す

る取組に関し、当該取組の実施の状況が優良なもの

であることその他の厚生労働省令で定める基準に適

合するものである旨の認定を行うことができる。 

（認定一般事業主の表示等） 

第十条 前条の認定を受けた一般事業主（以下「認定

一般事業主」という。）は、商品、役務の提供の用に

供する物、商品又は役務の広告又は取引に用いる書

類若しくは通信その他の厚生労働省令で定めるもの

（次項及び第十四条第一項において「商品等」とい

う。）に厚生労働大臣の定める表示を付することがで

きる。 

２ 何人も、前項の規定による場合を除くほか、商品

等に同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付して

はならない。 

（認定の取消し） 

第十一条 厚生労働大臣は、認定一般事業主が次の各

号のいずれかに該当するときは、第九条の認定を取

り消すことができる。 

一 第九条に規定する基準に適合しなくなったと

認めるとき。 

二 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し

たとき。 

三 不正の手段により第九条の認定を受けたとき。 

（基準に適合する認定一般事業主の認定） 

第十二条 厚生労働大臣は、認定一般事業主からの申

請に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、

当該事業主について、女性の職業生活における活躍

の推進に関する取組に関し、当該事業主の策定した

一般事業主行動計画に基づく取組を実施し、当該一

般事業主行動計画に定められた目標を達成したこと、

雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確

保等に関する法律（昭和四十七年法律第百十三号）

第十三条の二に規定する業務を担当する者及び育児

休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の

福祉に関する法律（平成三年法律第七十六号）第二

十九条に規定する業務を担当する者を選任している

こと、当該女性の職業生活における活躍の推進に関

する取組の実施の状況が特に優良なものであること

その他の厚生労働省令で定める基準に適合するもの

である旨の認定を行うことができる。 

（特例認定一般事業主の特例等） 

第十三条 前条の認定を受けた一般事業主（以下「特

例認定一般事業主」という。）については、第八条第

一項及び第七項の規定は、適用しない。 

２ 特例認定一般事業主は、厚生労働省令で定めると

ころにより、毎年少なくとも一回、女性の職業生活

における活躍の推進に関する取組の実施の状況を公

表しなければならない。 

（特例認定一般事業主の表示等） 

第十四条 特例認定一般事業主は、商品等に厚生労働

大臣の定める表示を付することができる。 

２ 第十条第二項の規定は、前項の表示について準用

する。 

（特例認定一般事業主の認定の取消し） 

第十五条 厚生労働大臣は、特例認定一般事業主が次

の各号のいずれかに該当するときは、第十二条の認

定を取り消すことができる。 

一 第十一条の規定により第九条の認定を取り消

すとき。 

二 第十二条に規定する基準に適合しなくなった

と認めるとき。 

三 第十三条第二項の規定による公表をせず、又は

虚偽の公表をしたとき。 

四 前号に掲げる場合のほか、この法律又はこの法

律に基づく命令に違反したとき。 

五 不正の手段により第十二条の認定を受けたと

き。 

（委託募集の特例等） 

第十六条 承認中小事業主団体の構成員である中小事

業主（一般事業主であって、常時雇用する労働者の

数が三百人以下のものをいう。以下この項及び次項

において同じ。）が、当該承認中小事業主団体をして

女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の

実施に関し必要な労働者の募集を行わせようとする

場合において、当該承認中小事業主団体が当該募集

に従事しようとするときは、職業安定法（昭和二十

二年法律第百四十一号）第三十六条第一項及び第三

項の規定は、当該構成員である中小事業主について

は、適用しない。 

２ この条及び次条において「承認中小事業主団体」

とは、事業協同組合、協同組合連合会その他の特別

の法律により設立された組合若しくはその連合会で
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あって厚生労働省令で定めるもの又は一般社団法人

で中小事業主を直接又は間接の構成員とするもの

（厚生労働省令で定める要件に該当するものに限

る。）のうち、その構成員である中小事業主に対して

女性の職業生活における活躍の推進に関する取組を

実施するための人材確保に関する相談及び援助を行

うものであって、その申請に基づいて、厚生労働大

臣が、当該相談及び援助を適切に行うための厚生労

働省令で定める基準に適合する旨の承認を行ったも

のをいう。 

３ 厚生労働大臣は、承認中小事業主団体が前項に規

定する基準に適合しなくなったと認めるときは、同

項の承認を取り消すことができる。 

４ 承認中小事業主団体は、第一項に規定する募集に

従事しようとするときは、厚生労働省令で定めると

ころにより、募集時期、募集人員、募集地域その他

の労働者の募集に関する事項で厚生労働省令で定め

るものを厚生労働大臣に届け出なければならない。 

５ 職業安定法第三十七条第二項の規定は前項の規定

による届出があった場合について、同法第五条の三

第一項及び第四項、第五条の四第一項及び第二項、

第五条の五、第三十九条、第四十一条第二項、第四

十二条、第四十八条の三第一項、第四十八条の四、

第五十条第一項及び第二項並びに第五十一条の規定

は前項の規定による届出をして労働者の募集に従事

する者について、同法第四十条の規定は同項の規定

による届出をして労働者の募集に従事する者に対す

る報酬の供与について、同法第五十条第三項及び第

四項の規定はこの項において準用する同条第二項に

規定する職権を行う場合について、それぞれ準用す

る。この場合において、同法第三十七条第二項中「労

働者の募集を行おうとする者」とあるのは「女性の

職業生活における活躍の推進に関する法律第十六条

第四項の規定による届出をして労働者の募集に従事

しようとする者」と、同法第四十一条第二項中「当

該労働者の募集の業務の廃止を命じ、又は期間」と

あるのは「期間」と読み替えるものとする。 

６ 職業安定法第三十六条第二項及び第四十二条の二

の規定の適用については、同法第三十六条第二項中

「前項の」とあるのは「被用者以外の者をして労働

者の募集に従事させようとする者がその被用者以外

の者に与えようとする」と、同法第四十二条の二中

「第三十九条に規定する募集受託者」とあるのは「女

性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平

成二十七年法律第六十四号）第十六条第四項の規定

による届出をして労働者の募集に従事する者」と、

「同項に」とあるのは「次項に」とする。 

７ 厚生労働大臣は、承認中小事業主団体に対し、第

二項の相談及び援助の実施状況について報告を求め

ることができる。 

第十七条 公共職業安定所は、前条第四項の規定によ

る届出をして労働者の募集に従事する承認中小事業

主団体に対して、雇用情報及び職業に関する調査研

究の成果を提供し、かつ、これらに基づき当該募集

の内容又は方法について指導することにより、当該

募集の効果的かつ適切な実施を図るものとする。 

（一般事業主に対する国の援助） 

第十八条 国は、第八条第一項若しくは第七項の規定

により一般事業主行動計画を策定しようとする一般

事業主又はこれらの規定による届出をした一般事業

主に対して、一般事業主行動計画の策定、労働者へ

の周知若しくは公表又は一般事業主行動計画に基づ

く措置が円滑に実施されるように相談その他の援助

の実施に努めるものとする。 

第三節 特定事業主行動計画 

第十九条 国及び地方公共団体の機関、それらの長又

はそれらの職員で政令で定めるもの（以下「特定事

業主」という。）は、政令で定めるところにより、事

業主行動計画策定指針に即して、特定事業主行動計

画（特定事業主が実施する女性の職業生活における

活躍の推進に関する取組に関する計画をいう。以下

この条において同じ。）を定めなければならない。 

２ 特定事業主行動計画においては、次に掲げる事項

を定めるものとする。 

一 計画期間 

二 女性の職業生活における活躍の推進に関する

取組の実施により達成しようとする目標 

三 実施しようとする女性の職業生活における活

躍の推進に関する取組の内容及びその実施時期 

３ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は

変更しようとするときは、内閣府令で定めるところ

により、採用した職員に占める女性職員の割合、男

女の継続勤務年数の差異、勤務時間の状況、管理的

地位にある職員に占める女性職員の割合その他のそ

の事務及び事業における女性の職業生活における活

躍に関する状況を把握し、女性の職業生活における

活躍を推進するために改善すべき事情について分析

した上で、その結果を勘案して、これを定めなけれ

ばならない。この場合において、前項第二号の目標

については、採用する職員に占める女性職員の割合、

男女の継続勤務年数の差異の縮小の割合、勤務時間、

管理的地位にある職員に占める女性職員の割合その

他の数値を用いて定量的に定めなければならない。 

４ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は

変更したときは、遅滞なく、これを職員に周知させ

るための措置を講じなければならない。 

５ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は

変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければ

ならない。 
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６ 特定事業主は、毎年少なくとも一回、特定事業主

行動計画に基づく取組の実施の状況を公表しなけれ

ばならない。 

７ 特定事業主は、特定事業主行動計画に基づく取組

を実施するとともに、特定事業主行動計画に定めら

れた目標を達成するよう努めなければならない。 

第四節 女性の職業選択に資する情報の公

表 

（一般事業主による女性の職業選択に資する情報の

公表） 

第二十条 第八条第一項に規定する一般事業主（常時

雇用する労働者の数が三百人を超えるものに限る。）

は、厚生労働省令で定めるところにより、職業生活

を営み、又は営もうとする女性の職業選択に資する

よう、その事業における女性の職業生活における活

躍に関する次に掲げる情報を定期的に公表しなけれ

ばならない。 

一 その雇用し、又は雇用しようとする女性労働者

に対する職業生活に関する機会の提供に関する

実績 

二 その雇用する労働者の職業生活と家庭生活と

の両立に資する雇用環境の整備に関する実績 

２ 第八条第一項に規定する一般事業主（前項に規定

する一般事業主を除く。）は、厚生労働省令で定める

ところにより、職業生活を営み、又は営もうとする

女性の職業選択に資するよう、その事業における女

性の職業生活における活躍に関する前項各号に掲げ

る情報の少なくともいずれか一方を定期的に公表し

なければならない。 

３ 第八条第七項に規定する一般事業主は、厚生労働

省令で定めるところにより、職業生活を営み、又は

営もうとする女性の職業選択に資するよう、その事

業における女性の職業生活における活躍に関する第

一項各号に掲げる情報の少なくともいずれか一方を

定期的に公表するよう努めなければならない。 

（特定事業主による女性の職業選択に資する情報の

公表） 

第二十一条 特定事業主は、内閣府令で定めるところ

により、職業生活を営み、又は営もうとする女性の

職業選択に資するよう、その事務及び事業における

女性の職業生活における活躍に関する次に掲げる情

報を定期的に公表しなければならない。 

一 その任用し、又は任用しようとする女性に対す

る職業生活に関する機会の提供に関する実績 

二 その任用する職員の職業生活と家庭生活との

両立に資する勤務環境の整備に関する実績 

第四章 女性の職業生活における活躍を推進

するための支援措置 

（職業指導等の措置等） 

第二十二条 国は、女性の職業生活における活躍を推

進するため、職業指導、職業紹介、職業訓練、創業

の支援その他の必要な措置を講ずるよう努めるもの

とする。 

２ 地方公共団体は、女性の職業生活における活躍を

推進するため、前項の措置と相まって、職業生活を

営み、又は営もうとする女性及びその家族その他の

関係者からの相談に応じ、関係機関の紹介その他の

情報の提供、助言その他の必要な措置を講ずるよう

努めるものとする。 

３ 地方公共団体は、前項に規定する業務に係る事務

の一部を、その事務を適切に実施することができる

ものとして内閣府令で定める基準に適合する者に委

託することができる。 

４ 前項の規定による委託に係る事務に従事する者又

は当該事務に従事していた者は、正当な理由なく、

当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならな

い。 

（財政上の措置等） 

第二十三条 国は、女性の職業生活における活躍の推

進に関する地方公共団体の施策を支援するために必

要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努める

ものとする。 

（国等からの受注機会の増大） 

第二十四条 国は、女性の職業生活における活躍の推

進に資するため、国及び公庫等（沖縄振興開発金融

公庫その他の特別の法律によって設立された法人で

あって政令で定めるものをいう。）の役務又は物件の

調達に関し、予算の適正な使用に留意しつつ、認定

一般事業主、特例認定一般事業主その他の女性の職

業生活における活躍に関する状況又は女性の職業生

活における活躍の推進に関する取組の実施の状況が

優良な一般事業主（次項において「認定一般事業主

等」という。）の受注の機会の増大その他の必要な施

策を実施するものとする。 

２ 地方公共団体は、国の施策に準じて、認定一般事

業主等の受注の機会の増大その他の必要な施策を実

施するように努めるものとする。 

（啓発活動） 

第二十五条 国及び地方公共団体は、女性の職業生活

における活躍の推進について、国民の関心と理解を

深め、かつ、その協力を得るとともに、必要な啓発

活動を行うものとする。 

（情報の収集、整理及び提供） 

第二十六条 国は、女性の職業生活における活躍の推

進に関する取組に資するよう、国内外における女性

の職業生活における活躍の状況及び当該取組に関す

る情報の収集、整理及び提供を行うものとする。 

（協議会） 
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第二十七条 当該地方公共団体の区域において女性の

職業生活における活躍の推進に関する事務及び事業

を行う国及び地方公共団体の機関（以下この条にお

いて「関係機関」という。）は、第二十二条第一項の

規定により国が講ずる措置及び同条第二項の規定に

より地方公共団体が講ずる措置に係る事例その他の

女性の職業生活における活躍の推進に有用な情報を

活用することにより、当該区域において女性の職業

生活における活躍の推進に関する取組が効果的かつ

円滑に実施されるようにするため、関係機関により

構成される協議会（以下「協議会」という。）を組織

することができる。 

２ 協議会を組織する関係機関は、当該地方公共団体

の区域内において第二十二条第三項の規定による事

務の委託がされている場合には、当該委託を受けた

者を協議会の構成員として加えるものとする。 

３ 協議会を組織する関係機関は、必要があると認め

るときは、協議会に次に掲げる者を構成員として加

えることができる。 

一 一般事業主の団体又はその連合団体 

二 学識経験者 

三 その他当該関係機関が必要と認める者 

４ 協議会は、関係機関及び前二項の構成員（以下こ

の項において「関係機関等」という。）が相互の連絡

を図ることにより、女性の職業生活における活躍の

推進に有用な情報を共有し、関係機関等の連携の緊

密化を図るとともに、地域の実情に応じた女性の職

業生活における活躍の推進に関する取組について協

議を行うものとする。 

５ 協議会が組織されたときは、当該地方公共団体は、

内閣府令で定めるところにより、その旨を公表しな

ければならない。 

（秘密保持義務） 

第二十八条 協議会の事務に従事する者又は協議会の

事務に従事していた者は、正当な理由なく、協議会

の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

（協議会の定める事項） 

第二十九条 前二条に定めるもののほか、協議会の組

織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。 

第五章 雑則 

（報告の徴収並びに助言、指導及び勧告） 

第三十条 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必

要があると認めるときは、第八条第一項に規定する

一般事業主又は認定一般事業主若しくは特例認定一

般事業主である同条第七項に規定する一般事業主に

対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告

をすることができる。 

（公表） 

第三十一条 厚生労働大臣は、第二十条第一項若しく

は第二項の規定による公表をせず、若しくは虚偽の

公表をした第八条第一項に規定する一般事業主又は

第二十条第三項に規定する情報に関し虚偽の公表を

した認定一般事業主若しくは特例認定一般事業主で

ある第八条第七項に規定する一般事業主に対し、前

条の規定による勧告をした場合において、当該勧告

を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を

公表することができる。 

（権限の委任） 

第三十二条 第八条、第九条、第十一条、第十二条、

第十五条、第十六条、第三十条及び前条に規定する

厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるとこ

ろにより、その一部を都道府県労働局長に委任する

ことができる。 

（政令への委任） 

第三十三条 この法律に定めるもののほか、この法律

の実施のため必要な事項は、政令で定める。 

第六章 罰則 

第三十四条 第十六条第五項において準用する職業安

定法第四十一条第二項の規定による業務の停止の命

令に違反して、労働者の募集に従事した者は、一年

以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 

第三十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、

一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処す

る。 

一 第二十二条第四項の規定に違反して秘密を漏

らした者 

二 第二十八条の規定に違反して秘密を漏らした

者 

第三十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、

六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処す

る。 

一 第十六条第四項の規定による届出をしないで、

労働者の募集に従事した者 

二 第十六条第五項において準用する職業安定法

第三十七条第二項の規定による指示に従わなか

った者 

三 第十六条第五項において準用する職業安定法

第三十九条又は第四十条の規定に違反した者 

第三十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、三

十万円以下の罰金に処する。 

一 第十条第二項（第十四条第二項において準用す

る場合を含む。）の規定に違反した者 

二 第十六条第五項において準用する職業安定法

第五十条第一項の規定による報告をせず、又は虚

偽の報告をした者 

三 第十六条第五項において準用する職業安定法

第五十条第二項の規定による立入り若しくは検

査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対

して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者 
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四 第十六条第五項において準用する職業安定法

第五十一条第一項の規定に違反して秘密を漏ら

した者 

第三十八条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理

人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業

務に関し、第三十四条、第三十六条又は前条の違反

行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人

又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。 

第三十九条 第三十条の規定による報告をせず、又は

虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処す

る。 

附 則 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、

第三章（第七条を除く。）、第五章（第二十八条を除

く。）及び第六章（第三十条を除く。）の規定並びに

附則第五条の規定は、平成二十八年四月一日から施

行する。 

（この法律の失効） 

第二条 この法律は、平成三十八年三月三十一日限り、

その効力を失う。 

２ 第二十二条第三項の規定による委託に係る事務に

従事していた者の当該事務に関して知り得た秘密に

ついては、同条第四項の規定（同項に係る罰則を含

む。）は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する

日後も、なおその効力を有する。 

３ 協議会の事務に従事していた者の当該事務に関し

て知り得た秘密については、第二十八条の規定（同

条に係る罰則を含む。）は、第一項の規定にかかわら

ず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。 

４ この法律の失効前にした行為に対する罰則の適用

については、この法律は、第一項の規定にかかわら

ず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。 

（政令への委任） 

第三条 前条第二項から第四項までに規定するものの

ほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政

令で定める。 

（検討） 

第四条 政府は、この法律の施行後三年を経過した場

合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要

があると認めるときは、この法律の規定について検

討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずる

ものとする。 

附 則 （平成二九年三月三一日法律第一四号） 

抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成二十九年四月一日から施行

する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号

に定める日から施行する。 

一 第一条中雇用保険法第六十四条の次に一条を

加える改正規定及び附則第三十五条の規定 公

布の日 

二及び三 略 

四 第二条中雇用保険法第十条の四第二項、第五十

八条第一項、第六十条の二第四項、第七十六条第

二項及び第七十九条の二並びに附則第十一条の

二第一項の改正規定並びに同条第三項の改正規

定（「百分の五十を」を「百分の八十を」に改める

部分に限る。）、第四条の規定並びに第七条中育

児・介護休業法第五十三条第五項及び第六項並び

に第六十四条の改正規定並びに附則第五条から

第八条まで及び第十条の規定、附則第十三条中国

家公務員退職手当法（昭和二十八年法律第百八十

二号）第十条第十項第五号の改正規定、附則第十

四条第二項及び第十七条の規定、附則第十八条

（次号に掲げる規定を除く。）の規定、附則第十九

条中高年齢者等の雇用の安定等に関する法律（昭

和四十六年法律第六十八号）第三十八条第三項の

改正規定（「第四条第八項」を「第四条第九項」に

改める部分に限る。）、附則第二十条中建設労働者

の雇用の改善等に関する法律（昭和五十一年法律

第三十三号）第三十条第一項の表第四条第八項の

項、第三十二条の十一から第三十二条の十五まで、

第三十二条の十六第一項及び第五十一条の項及

び第四十八条の三及び第四十八条の四第一項の

項の改正規定、附則第二十一条、第二十二条、第

二十六条から第二十八条まで及び第三十二条の

規定並びに附則第三十三条（次号に掲げる規定を

除く。）の規定 平成三十年一月一日 

（罰則に関する経過措置） 

第三十四条 この法律（附則第一条第四号に掲げる規

定にあっては、当該規定）の施行前にした行為に対

する罰則の適用については、なお従前の例による。 

（その他の経過措置の政令への委任） 

第三十五条 この附則に規定するもののほか、この法

律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 

附 則 （令和元年六月五日法律第二四号） 

抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超

えない範囲内において政令で定める日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定め

る日から施行する。 

一 第三条中労働施策の総合的な推進並びに労働

者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する

法律第四条の改正規定並びに次条及び附則第六

条の規定 公布の日 
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二 第二条の規定 公布の日から起算して三年を

超えない範囲内において政令で定める日 

（罰則に関する経過措置） 

第五条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の

適用については、なお従前の例による。 

（政令への委任） 

第六条 この附則に定めるもののほか、この法律の施

行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 

（検討） 

第七条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場

合において、この法律による改正後の規定の施行の

状況について検討を加え、必要があると認めるとき

は、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものと

する。 

附 則 （令和四年三月三一日法律第一二号） 

抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、令和四年四月一日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定め

る日から施行する。 

一 第二条中職業安定法第三十二条及び第三十二

条の十一第一項の改正規定並びに附則第二十八

条の規定 公布の日 

二 略 

三 第一条中雇用保険法第十条の四第二項及び第

五十八条第一項の改正規定、第二条の規定（第一

号に掲げる改正規定並びに職業安定法の目次の

改正規定（「第四十八条」を「第四十七条の三」に

改める部分に限る。）、同法第五条の二第一項の改

正規定及び同法第四章中第四十八条の前に一条

を加える改正規定を除く。）並びに第三条の規定

（職業能力開発促進法第十条の三第一号の改正

規定、同条に一項を加える改正規定、同法第十五

条の二第一項の改正規定及び同法第十八条に一

項を加える改正規定を除く。）並びに次条並びに

附則第五条、第六条及び第十条の規定、附則第十

一条中国家公務員退職手当法第十条第十項の改

正規定、附則第十四条中青少年の雇用の促進等に

関する法律（昭和四十五年法律第九十八号）第四

条第二項及び第十八条の改正規定並びに同法第

三十三条の改正規定（「、第十一条中「公共職業安

定所」とあるのは「地方運輸局」と、「厚生労働省

令」とあるのは「国土交通省令」と、「職業安定法

第五条の五第一項」とあるのは「船員職業安定法

第十五条第一項」と」を削る部分を除く。）並びに

附則第十五条から第二十二条まで、第二十四条、

第二十五条及び第二十七条の規定 令和四年十

月一日 

（政令への委任） 

第二十八条 この附則に定めるもののほか、この法律

の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 

附 則 （令和四年六月一七日法律第六八号） 

抄 

（施行期日） 

１ この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行す

る。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に

定める日から施行する。 

一 第五百九条の規定 公布の日 

 

 

 

 

 


